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はじめに 
 

療育について、「どこに相談すればいいのか？」、「どういった支援を受けら

れるのか？」など、そのような悩みを抱えている方の声をもとに、この姶良市

療育支援ガイドブックはうまれました。 

 悩みごとの相談の窓口をガイドマップにまとめ、また、それぞれの窓口の基

本情報を紹介しています。 

 不安や心配に思うこと、悩んでいることがあれば、まずは相談してくださ

い。このガイドブックを活用し、各関係機関、そして、同じ悩みを抱える人た

ちとの連携を図り、療育の輪を広げていきましょう。 
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「言葉をあまり話さない」「落ち着きがなく動き回る」「かんしゃくがひどく、毎日のよ

うに泣きわめく」など、お子様の状態によっては、どのように我が子に関わったらよいか

分からず、不安を感じる保護者もおられるかもしれません。療育とは、発達に特性等があ

るお子様に対して、本人に合った子育ての方法を保護者と一緒に考えるとともに、お子様

の「社会の中で、自分らしく生きていく力」を高める支援を行う場のこと

をいいます。例えば、言葉を使ったコミュニケーションが難しいお子様に

は、発音の仕方を教えたり、言葉以外の伝達方法を一緒に考えたりします。

お子様の力が高まり、療育の必要性が少なくなると、療育に行く回数を減

らしたり、療育を終了したりします。 

 

 
 

療育が必要なお子様が利用できるサービスのことです。療育に通うために

は、保護者は、市役所に児童発達支援サービスの利用を申請する必要があり

ます。併せて、例えば「言葉やコミュニケーションに焦点を当てた支援をし

てほしい」「身体の使い方に焦点を当てた支援をしてほしい」など、お子様

のニーズに応じた事業所を選択します。各事業所では、「個別の支援計画」

が作成され、それに基づいて支援が行われます。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 児童発達支援サービスについて（未就学児） 

� �児童発達支援サービスって何ですか？ 

� �療育って何ですか？ 

① 保護者は、サービス利用申請書を市に提出 

します。 

② 保護者は、相談支援事業所を選択して契約

します。 

③ お子様が保育所等に通われている場合は 

相談支援事業所が保育所等に出向き、お子 

様の状況を確認します。 

保護者は、児童発達支援事業所の見学・選

択を行います。 

① 子どもみらい課で発達言語相談を行った

場合、子どもみらい課からの意見書【添付

（写し可）】 

② 障害者手帳（身体・療育・精神）【添付不要】 

③ ①・②のどちらもない場合には、医師 

の診断書、意見書【添付（写し可）】 

【姶良市の相談支援事業所】 

・ 生活支援センターさちかぜ 

・ 相談支援事業所 カトレア 

・ ウイングプランセンター 

・ Becoming（ビカミング）相談支援 

・ 相談支援事業所 Prism 

・ 相談支援事業所 セカンドプレイス 

・ 相談支援事業所 はなまる 

・ 相談支援事業所 ともしび 

・ 相談支援センター ウェルリエ 

・ 相談支援事業所 Atena 

裏面へ 

� �児童発達支援サービスを受けるまでの流れについて教えてください。 
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モニタリングとは、お子様の支援に関係する方が集まり、お子様の

現状や支援の状況について確認し、今後の支援について話し合う場で

す。保護者、相談支援事業所、児童発達支援事業所、保育所・幼稚

園、市の関係課職員等が集まり、３～６か月に１回程度設定されま

す。モニタリングの結果を踏まえて、「今後お子様が更に成長するに

は、療育をどれくらい利用したらよいか」等について検討します。 
 

 
 

期間は１年間です。引続き支援の必要性がある場合には、モニタリングや診断書などに

より判断します。モニタリングを行わないまま、引き続き支援を受けることはできません。 
 

 
 

保護者からの依頼により、療育のスタッフが保育所や幼稚園などお子

様が日中過ごされる施設を訪問し、集団生活への適応のために専門的な

支援を行うものです。この支援を通して、園がより一層、お子様にとっ

て安心・安全に過ごせる環境になり、保育や教育の効果を最大限に引き

出すことにつなげます。 

 
※ ご不明な点は、長寿・障害福祉課（℡66-3251）までお問い合わせください。  

� �保育所等訪問支援って何ですか？ 

� �モニタリングって何ですか？ 

④ 相談支援事業所が利用計画案を作成し、市へ提出します。 

⑤ ④の計画案により、市はサービス等の支給決定を行い、受給者証を発行します。 

⑥ 決定されたサービス内容を基に、相談支援事業所を中心に関係者による担当者会議が開催され 

ます。そこで、サービス等利用計画書が作成され、市に提出されます。 

保護者は、児童発達支援事業所と契約します。 

⑦ 療育が利用開始になります。 

� �児童発達支援サービスを受けられる期間は？ 
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「落ち着きがなく動き回る」「かんしゃくがひどく、ものにあたる」など、お子様の状態

によっては、どのように我が子に関わったらよいか分からず、不安を感じる保護者もおられ

るかもしれません。療育とは、発達に特性等があるお子様に対して、本人に合った子育ての

方法を保護者と一緒に考えるとともに、お子様の「社会の中で、自分らしく生きていく力」

を高める支援を行う場のことをいいます。例えば、言葉を使ったコミュニケーションが難し

いお子様には、発音の仕方を教えたり、言葉以外の伝達方法を一緒に考えたりします。お子

様の力が高まり、療育の必要性が少なくなると、療育に行く回数を減らしたり、療育を終了

したりします。 

 

 
 

療育が必要なお子様が利用できるサービスのことです。療育に通うためには、保護者は、

市役所に放課後等デイサービスの利用を申請する必要があります。併せて、例えば「言葉や

コミュニケーションに焦点を当てた支援をしてほしい」「身体の使い方に焦点を当てた支援を

してほしい」など、お子様のニーズに応じた事業所を選択します。各事業所では、「個別の支

援計画」が作成され、それに基づいて支援が行われます。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

放課後等デイサービス等について 

� �療育って何ですか？ 

� �放課後等デイサービスって何ですか？ 

① 保護者は、サービス利用申請書を市に提出 

します。 

② 保護者は、相談支援事業所を選択して契約

します。 

③ 相談支援事業所は、学校でのお子様の状

況を確認します。（聞取り等） 

保護者は、放課後等デイサービス事業所の

見学・選択を行います。 

 

① 障害者手帳（身体・療育・精神）【添付不要】 

② ①以外の場合には、医師の診断書、意見書

【添付要（写し可）】 

 ※診断書・診断書の日付の有効期間は３か月 

【姶良市の相談支援事業所】 

・ 生活支援センターさちかぜ 

・ 相談支援事業所 カトレア 

・ ウイングプランセンター 

・ Becoming（ビカミング）相談支援 

・ 相談支援事業所 Prism 

・ 相談支援事業所 セカンドプレイス 

・ 相談支援事業所 はなまる 

・ 相談支援事業所 ともしび 

・ 相談支援センター ウェルリエ 

・ 相談支援事業所 Atena 

裏面へ 

� �放課後等デイサービスを受けるまでの流れについて教えてください。 
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モニタリングとは、お子様の支援に関係する方が集まり、お子様の現状

や支援の状況について確認し、今後の支援について話し合う場です。保護

者、相談支援事業所、放課後等デイサービス事業所、学校等、市の関係課

職員等が集まり、３～６か月に１回程度設定されます。モニタリングの結

果を踏まえて、「今後お子様が更に成長するには、療育をどれくらい利用し

たらよいか」等について検討します。 

 
 
 

期間は１年間です。引続き支援の必要性がある場合には、モニタリングや診断書などによ

り判断します。モニタリングを行わないまま、引き続き支援を受けることはできません。 

 

 
 

保護者からの依頼により、療育のスタッフが学校などお子様が日中過ごされる施設を訪問

し、集団生活への適応のために専門的な支援を行うものです。この支援を通して、学校がよ

り一層、お子様にとって安心・安全に過ごせる環境になり、教育の効果を最大限に引き出す

ことにつなげます。 

 

 

� �保育所等訪問支援って何ですか？ 

� �モニタリングって何ですか？ 

④ 相談支援事業所が利用計画案を作成し、市へ提出します。 

⑤ ④の計画案により、市はサービス等の支給決定を行い、受給者証を発行します。 

⑥ 決定されたサービス内容を基に、相談支援事業所を中心に関係者による担当者会議が開催され 

ます。そこで、サービス等利用計画書が作成され、市に提出されます。 

保護者は、放課後等デイサービス事業所と契約します。 

⑦ 療育が利用開始になります。 

� �放課後等デイサービスを受けられる期間は？ 

※ ご不明な点は、長寿・障害福祉課（℡66-3251）にお問い合わせください。 
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施設名称 電話番号 住所 児童発達
⽀援

放課後等デイ
サービス

保育所
等訪問

居宅訪問型
児童発達⽀

援
⽇中⼀時

児童発達⽀援センター虹の家 66-1310 東餅⽥2607 ● ● ●
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｻﾎﾟｰﾄくじら 62-3050 加治⽊町⽊⽥1395-16 ● ●
通所⽀援事業所ﾌﾚﾝﾄﾞﾛｺﾍﾟﾘ 73-5565 加治⽊町⽊⽥5348-134 ● ●
通所⽀援事業所はなうた 67-8787 船津2594-2 ● ● ● ●
通所⽀援事業所はなうたハレノヒ 67-8787 船津2594-2 ● ●
児童デイサービスおひさま 73-3377 ● ● ●
第２児童デイサービスおひさま 66-3395 船津1488-2 ● ●
児童通所⽀援事業所 あいらいん 65-2333 宮島町27-2 ● ●
通所⽀援事業所 ぱずる 66-6900 ● ●
療育サポートハミング 080-1723-7837 東餅⽥1150-28 ● ● ●
かもう・⼦ども発達⽀援すくすく 52-0030 蒲⽣町上久徳2657 ● ● ●
療育の家ひまわり 73-4225 ● ● ●
ゆめいろ 55-8132 宮島町33-4 ● ●
こども・⽣活ソーシャルサポートセンターBecoming 56-8256 宮島町31-5 ● ●
リハケアウイングあいら 65-7200 東餅⽥1442-1 ● ● ●
多機能型放課後等デイサービス⼦供の家 73-6905 加治⽊町⽊⽥1764 ● ●
セカンドプレイス 55-9911 加治⽊町本町147-1 ● ●
放課後等デイサービスゆうわ 70-6480 加治⽊町新⽣町473 ●
ビジョンサポートはなまる 62-6220 加治⽊町⽊⽥3979-1-１Ｆ ● ● ●
ハーフアステップBecoming 56-8990 鍋倉162 ● ●
通所⽀援事業所ピース 55-1433 鍋倉1548-2 ● ● ●
児童発達⽀援事業所はなづな 55-8756 ● ●
ことばの教室そらまめキッズ東餅⽥ 070-3168-4794 東餅⽥2346-1 ● ● ● ●
コミュニティケア ぺんぎん 50-0191 ● ● ●
ぼくらのティダ. 70-1080 ●
第２放課後等デイサービスみふね 73-6430 船津1697-1 ●
RISE 65-2121 平松1230-3 ● ●
児童発達⽀援事業所 コペルプラス 姶良教室 65-7800 宮島町56-27 NCテナント2F ●
はる 73-6087 東餅⽥2307-13 ● ● ●
ゆめのわ 56-8061 加治⽊町本町205 ● ●
あいらいく 73-4174 東餅⽥2369-9 東ビル203 ● ●
児童発達⽀援事業所フラット 65-7200 東餅⽥1442 1 ●
ﾋﾞｼﾞｮﾝｽﾃｯﾌﾟはなまる 63-1885   加治⽊町⽊⽥２２４０番４８ ● ●
放課後等デイサービスてとてと 73-3750 ●
ﾌﾞﾛｯｻﾑｼﾞｭﾆｱ姶良教室 56-8183 東餅⽥21番地1 ● ●
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構南九州病院 通所すまいる 62-2121 加治⽊町⽊⽥1882 ●
ぽこりっと 050-3649-3639 東餅⽥2276-3 ●
⼦どものからだとこころの相談室 ⼼の樹 64-3125 加治⽊町⽊⽥4544番地2 ● ● ●
ライフサポート教室わくサポ 63-1588 加治⽊町朝⽇町61-1 ●
わくわくラボ 70-6932 加治⽊町錦江町109番 ●
合計 30 36 9 2 8

姶良市内の障害児通所サービス事業所⼀覧 R6.4.1現在

（備考）
※さちかぜの法⼈（64-3611）で⽇中⼀時の受⼊れあり。
※⾊付きセルは重症⼼⾝障がい児の受⼊れ可
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施
設
名
称

電
話
番
号

住
所

個
別

小
集
団

母
子

通
園

医
療
的

ケ
ア

S
S
T
社
会

性
、
対
人
関

係
指
導

機
能

訓
練

生
活

訓
練

(食
事
・
衣
服

の
着
脱
・

排
せ
つ
等
)

運
動

療
法

音
楽

療
法

感
覚

療
法

言
語

療
法

(コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

指
導
)

構
造
化

季
節

行
事

(制
作
活
動
)

事
業
所
外
活

動
心
理

相
談

送
迎

そ
の
他
特
色
等

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
虹
の
家

6
6
-1
3
1
0

東
餅
田
2
6
0
7

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

活
動
中
に
感
情
経
験
を
通
す
中
で
、
言
語
発
達
や
遊
ぶ
楽
し
さ
を
経
験

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
サ
ポ
ー
ト
く
じ
ら

6
2
-3
0
5
0

加
治
木
町
木
田
1
3
9
5
-1
6

●
●

●
●

●
●

●
●

●

通
所
支
援
事
業
所
フ
レ
ン
ド
ロ
コ
ペ
リ

7
3
-5
5
6
5

加
治
木
町
木
田
5
3
4
8
-1
3
4

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

ス
ヌ
ー
ズ
レ
ン
療
法
、
運
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
保
護
者
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

W
IS
C
-Ⅴ
検
査
の
実
施

通
所
支
援
事
業
所
は
な
う
た

6
7
-8
7
8
7

船
津
2
5
9
4
-2

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

要
相
談

P
E
C
S
、
応
用
行
動
分
析
、
T
E
A
C
C
H
、
異
年
齢
交
流
活
動
、
発
達
相
談

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
お
ひ
さ
ま

7
3
-3
3
7
7

西
餅
田
1
2
5
6

●
●

●
就
園
に
向
け
た
リ
ズ
ム
づ
く
り
、
安
心
で
き
る
居
場
所
づ
く
り

児
童
通
所
支
援
事
業
所
　
あ
い
ら
い
ん

6
5
-2
3
3
3

宮
島
町
2
7
-2

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

小
集
団
で
大
人
を
介
し
た
友
達
と
の
関
わ
り
方
を
学
ぶ

通
所
支
援
事
業
所
　
ぱ
ず
る

6
6
-6
9
0
0

西
餅
田
1
9
4
-8

●
●

●
●

●
●

●
●

要
相
談

T
E
A
C
C
H
・
P
E
C
S
・
応
用
行
動
分
析
・
個
に
応
じ
た
支
援
と
自
立

療
育
サ
ポ
ー
ト
ハ
ミ
ン
グ

0
8
0
-1
7
2
3
-7
8
3
7
東
餅
田
1
1
5
0
-2
8

●
●

●
●

要
相
談

言
葉
に
関
す
る
個
別
療
育
、
制
作
活
動
を
通
し
た
手
指
運
動

か
も
う
・
子
ど
も
発
達
支
援
す
く
す
く

5
2
-0
0
3
0

蒲
生
町
上
久
徳
2
6
5
7

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

自
主
性
を
大
事
に
し
た
活
動
、
自
然
体
験
活
動
、
宿
泊
活
動
等

療
育
の
家
ひ
ま
わ
り

7
3
-4
2
2
5

西
餅
田
3
4
1
3
-2
5

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

医
療
的
ケ
ア
を
中
心
に
日
常
生
活
全
般
の
支
援

家
庭
や
学
校
へ
の
専
門
的
助
言
・
指
導

リ
ハ
ケ
ア
ネ
ク
サ
ス
あ
い
ら

5
5
-1
8
8
0

東
餅
田
3
3
6

（
ｲｵ
ﾝﾀ
ｳﾝ
姶
良
１
階
）

●
●

要
相
談

要
相
談

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

共
生
型
サ
ー
ビ
ス
（
高
齢
者
と
の
交
流
）

こ
ど
も
・
生
活
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
B
e
co
m
in
g

5
6
-8
2
5
6

宮
島
町
3
1
-5

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

全
ス
タ
ッ
フ
専
門
職
。
個
別
性
高
い
根
拠
に
基
づ
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
。

リ
ハ
ケ
ア
ウ
イ
ン
グ
あ
い
ら

6
5
-7
2
0
0

東
餅
田
1
4
4
2
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

共
生
型
サ
ー
ビ
ス
（
高
齢
者
と
の
交
流
）
、
異
年
齢
交
流

多
機
能
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
子
供
の
家

7
3
-6
9
0
5

加
治
木
町
木
田
1
7
6
4

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

感
覚
遊
び
、
ビ
ジ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
長
期
休
暇
中
の
課
外
活
動

セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス

5
5
-9
9
1
1

加
治
木
町
本
町
1
4
7
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
粗
大
・
感
覚
・
机
上
活
動
。
高
齢
者
と
の
交
流

ビ
ジ
ョ
ン
サ
ポ
ー
ト
は
な
ま
る

6
2
-6
2
2
0

加
治
木
町
木
田
3
9
7
9
-1
-１
Ｆ

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

ビ
ジ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
Ｓ
Ｓ
Ｔ
、
反
射
・
感
覚
統
合

ハ
ー
フ
ア
ス
テ
ッ
プ
B
e
co
m
in
g

5
6
-8
9
9
0

鍋
倉
1
6
2

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

全
ス
タ
ッ
フ
専
門
職
。
個
別
性
高
い
根
拠
に
基
づ
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
。

通
所
支
援
事
業
所
ピ
ー
ス

5
5
-1
4
3
3

鍋
倉
1
5
4
8
-2

●
●

●
●

●
●

●
●

要
相
談

T
E
A
C
C
H
、
P
E
C
S
、
応
用
行
動
分
析
学

児
童
発
達
支
援
事
業
所
は
な
づ
な

5
5
-8
7
5
6

西
餅
田
4
2
6
‐
1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

言
語
療
法
・
作
業
療
法
・
運
動
遊
び
（
活
動
）
を
通
し
た
発
達
支
援

こ
と
ば
の
教
室
そ
ら
ま
め
キ
ッ
ズ
東
餅
田

0
7
0
-3
1
6
8
-4
7
9
4
東
餅
田
2
3
4
6
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

P
E
C
S
、
応
用
行
動
分
析
、
構
造
化
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
支
援

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
　
ぺ
ん
ぎ
ん

5
0
-0
1
9
1

西
宮
島
町
5
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

共
生
型
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
南
九
州
病
院
　
通
所
す
ま
い
る

6
2
-2
1
2
1

加
治
木
町
木
田
1
8
8
2

●
●

●
●

●
●

●
Ｓ
Ｔ
に
よ
る
摂
食
指
導
、
病
院
併
設

R
IS
E

6
5
-2
1
2
1

姶
良
市
平
松
1
2
3
0
-3

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

児
童
発
達
支
援
事
業
所
コ
ペ
ル
プ
ラ
ス
姶
良
教
室

6
5
-7
8
0
0

宮
島
町
5
6
-2
7
N
C
テ
ナ
ン
ト
2
F

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

感
覚
統
合
・
応
用
行
動
分
析
・
簡
易
な
生
活
訓
練

は
る

7
3
-6
0
8
7

東
餅
田
2
3
0
7
-1
3

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

A
B
A
を
ベ
ー
ス
と
す
る
、
一
人
一
人
に
合
わ
せ
た
支
援

ゆ
め
の
わ

5
6
-8
0
6
1

加
治
木
町
本
町
2
0
5

●
●

要
相
談

●
●

●
●

●
●

要
相
談

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
体
幹
機
能
の
向
上

児
童
通
所
支
援
事
業
所
　
あ
い
ら
い
く

7
3
-4
1
7
4

東
餅
田
2
3
6
9
-8
東
ビ
ル
2
0
3

●
●

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

小
集
団
で
の
活
動
、
身
辺
自
立
、
感
情
表
現
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
）
、
医
療
ケ
ア
児
へ
の
支
援
等

児
童
発
達
支
援
事
業
所
フ
ラ
ッ
ト

6
5
-7
2
0
0

0
7
0
-
4
1
0
4
-
7
5
1
1

東
餅
田
1
4
4
2
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●

ビ
ジ
ョ
ン
ス
テ
ッ
プ
は
な
ま
る

6
3
-1
8
8
5

加
治
木
町
２
２
４
０
番
４
８

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

原
始
反
射
・
感
覚
統
合
、
ビ
ジ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
Ｓ
Ｓ
Ｔ

ブ
ロ
ッ
サ
ム
ジ
ュ
ニ
ア
姶
良
教
室

5
6
‐
8
1
8
3

東
餅
田
2
1
‐
1

●
●

●
送
迎
に
関
し
て
姶
良
市
以
外
は
応
相
談
。

子
ど
も
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
の
相
談
室
　
心
の
樹

6
4
-3
1
2
5

加
治
木
町
木
田
4
5
4
4
番
地
2

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

1
5
分
圏
内

感
覚
統
合
遊
具
を
多
数
揃
え
て
い
ま
す
（
S
I学
会
認
定
講
習
受
講
済
み
ｽﾀ
ｯﾌ
配
置
）
。
複
数
の
ス
タ
ッ
フ
が
S
S
T
普
及
協
会
の

S
S
T
初
級
研
修
を
受
講
済
み
。
そ
の
他
A
B
A
や
発
達
の
観
点
か
ら
根
拠
に
基
づ
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
ま
す
。

合
計

2
6

2
9

2
0

9
2
5

1
6

2
8

2
2

7
1
9

2
2

1
7

2
5

1
9

9
2
6

【
児

童
発

達
⽀

援
】

姶
良

市
内

の
障

害
児

通
所

⽀
援

事
業

内
容

（
主

な
事

業
内

容
及

び
特

⾊
あ

る
活

動
等

）
⼀

覧
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
R6

.4
.1

現
在

（
備

考
）

※
⾊

付
き

セ
ル

は
重

症
⼼

⾝
障

が
い

児
の

受
⼊

れ
可
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施
設
名
称

電
話
番
号

住
所

個
別

小
集
団

母
子

通
園

医
療
的

ケ
ア

S
S
T
社
会

性
、
対
人
関

係
指
導

機
能

訓
練

生
活

訓
練

(食
事
・
衣
服

の
着
脱
・

排
せ
つ
等
)

運
動

療
法

音
楽

療
法

感
覚

療
法

言
語

療
法

(コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

指
導
)

構
造
化

季
節

行
事

(制
作
活
動
）

事
業
所
外

活
動

心
理

相
談

送
迎

そ
の
他
特
色
等

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
虹
の
家

6
6
-1
3
1
0

東
餅
田
2
6
0
7

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

認
知
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
サ
ー
キ
ッ
ト
、
Ｓ
Ｓ
Ｔ
、
造
形

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
サ
ポ
ー
ト
く
じ
ら

6
2
-3
0
5
0

加
治
木
町
木
田
1
3
9
5
-1
6

●
●

●
●

●
●

●
●

●
買
い
物
・
調
理
活
動
、
卒
業
後
に
向
け
た
就
業
体
験
・
生
活
介
護
訓
練

通
所
支
援
事
業
所
ﾌﾚ
ﾝﾄ
ﾞﾛ
ｺﾍ
ﾟﾘ

7
3
-5
5
6
5

加
治
木
町
木
田
5
3
4
8
-1
3
4

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
就
労
支
援
に
向
け
た
体
験
活
動
、

W
IS
C
-Ⅴ
検
査
の
実
施

通
所
支
援
事
業
所
は
な
う
た

6
7
-8
7
8
7

船
津
2
5
9
4
-2

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

P
E
C
S
、
応
用
行
動
分
析
、
T
E
A
C
C
H
、
異
年
齢
交
流
活
動

通
所
支
援
事
業
所
は
な
う
た
ハ
レ
ノ
ヒ

6
7
-8
7
8
7

船
津
2
5
9
4
-2

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

医
療
的
ケ
ア
を
中
心
に
日
常
生
活
全
般
の
支
援
・
入
浴
サ
ー
ビ
ス
あ
り

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
お
ひ
さ
ま

7
3
-3
3
7
7

西
餅
田
1
2
5
6

●
●

●
就
園
に
向
け
た
リ
ズ
ム
づ
く
り
、
安
心
で
き
る
居
場
所
づ
く
り

第
２
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
お
ひ
さ
ま

6
6
-3
3
9
5

船
津
1
4
8
8
-2

●
●

●
●

●
●

●
農
産
物
育
成
・
収
穫
、
Ｄ
Ｉ
Ｙ
（
工
作
等
）
、
海
辺
の
活
動
等

児
童
通
所
支
援
事
業
所
　
あ
い
ら
い
ん

6
5
-2
3
3
3

宮
島
町
2
7
-2

●
●

●
●

●
●

●
●

要
相
談

重
症
心
身
障
害
児
の
入
浴
サ
ー
ビ
ス
等
医
療
的
ケ
ア
、
発
達
障
害
児
の
受
入
れ

通
所
支
援
事
業
所
　
ぱ
ず
る

6
6
-6
9
0
0

西
餅
田
1
9
4
-8

●
●

●
●

●
●

●
●

要
相
談

T
E
A
C
C
H
・
P
E
C
S
・
応
用
行
動
分
析
・
個
に
応
じ
た
支
援
と
自
立

療
育
サ
ポ
ー
ト
ハ
ミ
ン
グ

0
8
0
-1
7
2
3
-7
8
3
7
東
餅
田
1
1
5
0
-2
8

●
●

●
●

要
相
談

言
葉
に
関
す
る
個
別
療
育
、
制
作
活
動
を
通
し
た
手
指
運
動

か
も
う
・
子
ど
も
発
達
支
援
す
く
す
く

5
2
-0
0
3
0

蒲
生
町
上
久
徳
2
6
5
7

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

自
主
性
を
大
事
に
し
た
活
動
、
自
然
体
験
活
動
、
宿
泊
活
動
等

療
育
の
家
ひ
ま
わ
り

7
3
-4
2
2
5

西
餅
田
3
4
1
3
-2
5

●
●

●
●

●
●

●
●

●
医
療
的
ケ
ア
を
中
心
に
日
常
生
活
全
般
の
支
援

家
庭
や
学
校
へ
の
専
門
的
助
言
・
指
導

ゆ
め
い
ろ

5
5
-8
1
3
2

宮
島
町
3
3
-4

●
●

●
●

要
相
談

重
症
心
身
障
害
児
へ
の
医
療
的
ケ
ア
全
般

リ
ハ
ケ
ア
ウ
イ
ン
グ
あ
い
ら

6
5
-7
2
0
0

東
餅
田
1
4
4
2
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

共
生
型
サ
ー
ビ
ス
（
高
齢
者
と
の
交
流
）
、
異
年
齢
交
流

多
機
能
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
子
供
の
家

7
3
-6
9
0
5

加
治
木
町
木
田
1
7
6
4

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

感
覚
遊
び
、
ビ
ジ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
長
期
休
暇
中
の
課
外
活
動

セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス

5
5
-9
9
1
1

加
治
木
町
本
町
1
4
7
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
自
主
性
を
尊
重
し
た
活
動
・
日
常
生
活
の
経
験
・
友
達
と
の
交
流
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ゆ
う
わ

7
0
-6
4
8
0

加
治
木
町
新
生
町
4
7
3

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

要
相
談

T
E
A
C
C
H
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
タ
イ
ピ
ン
グ
、
施
設
外
活
動

ビ
ジ
ョ
ン
サ
ポ
ー
ト
は
な
ま
る

6
2
-6
2
2
0

加
治
木
町
木
田
3
9
7
9
-1
-１
Ｆ

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

ビ
ジ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
Ｓ
Ｓ
Ｔ
、
反
射
・
感
覚
統
合

ハ
ー
フ
ア
ス
テ
ッ
プ
B
e
co
m
in
g

5
6
-8
9
9
0

鍋
倉
1
6
2

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

全
ス
タ
ッ
フ
専
門
職
。
個
別
性
高
い
根
拠
に
基
づ
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
。
学
習
基
盤
の
構
築
。

通
所
支
援
事
業
所
ピ
ー
ス

5
5
-1
4
3
3

鍋
倉
1
5
4
8
-2

●
●

●
●

●
●

●
●

要
相
談

T
E
A
C
C
H
、
P
E
C
S
、
応
用
行
動
分
析
学

こ
と
ば
の
教
室
そ
ら
ま
め
キ
ッ
ズ
東
餅
田

0
7
0
-3
1
6
8
-4
7
9
4
東
餅
田
2
3
4
6
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

P
E
C
S
、
応
用
行
動
分
析
、
構
造
化
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
支
援

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
　
ぺ
ん
ぎ
ん

5
0
-0
1
9
1

西
宮
島
町
5
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

共
生
型
サ
ー
ビ
ス

ぼ
く
ら
の
テ
ィ
ダ
．

7
0
-1
0
8
0

西
餅
田
2
2
1
7
-1
2

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

・
学
習
支
援
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
対
応
　
・
性
教
育
講
座
　
・
M
B
L

第
２
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
み
ふ
ね

7
3
-6
4
3
0

姶
良
市
船
津
1
6
9
7
-1

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

認
知
機
能
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
サ
ー
キ
ッ
ト
、
Ｓ
Ｓ
Ｔ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
導
入

R
IS
E

6
5
-2
1
2
1

姶
良
市
平
松
1
2
3
0
-3

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

は
る

7
3
-6
0
8
7

東
餅
田
2
3
0
7
-1
3

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

A
B
A
を
ベ
ー
ス
と
す
る
、
一
人
一
人
に
合
わ
せ
た
支
援

ゆ
め
の
わ

5
6
-8
0
6
1

加
治
木
町
本
町
2
0
5

●
●

要
相
談

●
●

●
●

●
●

要
相
談

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
体
幹
機
能
の
向
上

児
童
通
所
支
援
事
業
所
　
あ
い
ら
い
く

7
3
-4
1
7
4

東
餅
田
2
3
6
9
-8
東
ビ
ル
2
0
3

●
●

●
●

●
●

●
●

●
要
相
談

自
分
の
感
情
把
握
、
感
情
の
表
出
、
伝
達
手
段
を
増
や
す
等
の
支
援
等

ビ
ジ
ョ
ン
ス
テ
ッ
プ
は
な
ま
る

6
3
-1
8
8
5

加
治
木
町
２
２
４
０
番
４
８

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

原
始
反
射
・
感
覚
統
合
、
ビ
ジ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
Ｓ
Ｓ
Ｔ

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
て
と
て
と

7
3
-3
7
5
0

西
餅
田
1
8
8
-3

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

学
習
に
は
専
門
的
な
ソ
フ
ト
を
導
入
し
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

ブ
ロ
ッ
サ
ム
ジ
ュ
ニ
ア
姶
良
教
室

5
6
-8
1
8
3

東
餅
田
2
1
‐
1

●
●

●
送
迎
に
関
し
て
姶
良
市
以
外
は
応
相
談
。

は
な
づ
な

5
5
-8
7
5
6

西
餅
田
4
2
6
‐
1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

言
語
療
法
・
作
業
療
法
・
運
動
遊
び
（
活
動
）
を
通
し
た
発
達
支
援

ぽ
こ
り
っ
と

0
5
0
-3
6
4
9
-3
6
3
9

東
餅
田
2
2
7
6
-3

●
●

要
相
談

●
●

●
●

●
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
・
楽
器
を
使
っ
た
音
楽
活
動
・
運
動
活
動

子
ど
も
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
の
相
談
室
　
心
の
樹

0
9
9
5
-6
4
-3
1
2
5

加
治
木
町
木
田
4
5
4
4
番
地
2

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

1
5
分
圏
内

感
覚
統
合
遊
具
を
多
数
揃
え
て
い
ま
す
（
S
I学
会
認
定
講
習
受
講
済
み
ｽﾀ
ｯﾌ
配
置
）
。
複
数
の
ス
タ
ッ
フ
が
S
S
T
普
及
協
会
の
S
S
T

初
級
研
修
を
受
講
済
み
。
そ
の
他
A
B
A
や
発
達
の
観
点
か
ら
根
拠
に
基
づ
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
ま
す
。

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
教
室
わ
く
サ
ポ

0
9
9
5
-6
3
-1
5
8
8

加
治
木
町
朝
日
町
6
1
-1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
お
仕
事
体
験
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
パ
ソ
コ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
　
わ
く
わ
く
ラ
ボ

0
9
9
5
-7
0
-6
9
3
2
　
0
7
0
-8
3
3
5
-5
3
6
8
姶
良
市
加
治
木
町
錦
江
町
1
0
9

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

合
計

2
7

3
3

1
3

9
3
0

2
0

3
3

2
4

9
2
3

2
0

1
8

3
1

2
6

1
1

3
4

【
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
】

姶
良

市
内

の
障

害
児

通
所

⽀
援

事
業

内
容

（
主

な
事

業
内

容
及

び
特

⾊
あ

る
活

動
等

）
⼀

覧
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市の機関 

姶良市役所  

福祉部 長寿・障害福祉課 

障害者福祉係 

所在地 姶良市宮島町 25 番地 

電話 0995-66-3111 

FAX 0995-65-6964 

URL www.city.aira.lg.jp 

e-mail shogai@city.aira.lg.jp 

業務時間 
月曜～金曜 8:30～17:15 

（祝日、年末年始を除く） 

加治木地域振興課 

加治木市民福祉係 

所在地 姶良市加治木町本町 253 番地 

電話 0995-62-2111 

蒲生地域振興課 

蒲生市民福祉係 

所在地 姶良市蒲生町上久徳 2399 番地 

電話 0995-52-1211 

事業内容 

１．障害者手帳 

障害者手帳の申請窓口は、姶良市役所 障害者福祉係・各支所市民福祉係となります。 

申請書・診断書等の用紙は窓口でお渡しします。姶良市のホームページからもダウンロードできます。

詳細につきましては、各係にお問い合わせください。 

 

【身体障害者手帳の申請に必要なもの】 

① 申請書 ②診断書（指定医による） ③顔写真 ④印鑑（本人の場合は不要） 

⑤個人番号が確認できるもの 

 

【療育手帳の申請に必要なもの】 

①申請書  ②顔写真 ③印鑑（本人の場合は不要） ④個人番号が確認できるもの ⑤※判定書

 ※申請の前に、18歳未満の方は中央児童相談所で、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で判定を受

ける必要があります。予約が必要ですので事前に電話でご連絡ください。 

＜連絡先＞中央児童相談所・知的障害者更生相談所 

  電話：099-264-3003   相談時間：午前 8時 30分～午後 5 時（月～金曜日） 

 

【精神保健福祉手帳の申請に必要なもの】 

① 申請書 ②診断書 ③顔写真 ④印鑑（本人の場合は不要） ⑤個人番号が確認できるもの 

○年金を受けている方（精神障害による） 

①申請書 ②年金証書の写し ③年金が現に支払われていることを証明するもの（年金払込通知

書の写し又は年金振込額が確認できる通帳の写し）④同意書 ⑤顔写真 ⑥印鑑 ⑦個人番号が

確認できるもの 

  

２．障害児通所サービス（児童発達支援・放課後等デイサービス）の申請（詳細は P1～をご参照ください）

  障害児通所サービスを利用するために申請が必要です。 

  申請できる方：上記いずれかの障害者手帳をお持ちの方又は医師の診断書がある方、本市健康増進課

による発達・言語相談を受けてサービス利用が必要と判断された方（未就学児のみ）
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姶良市基幹
きかん

相 談
そうだん

支援
しえん

センター 

あいか 

（姶良市役所 長寿・障害福祉課内） 

所在地 姶良市宮島町 25 番地 

電話 0995-66-3332(直通) 

FAX 0995-65-6964 

利用時間 
月曜～金曜 8:30～17:00 

（祝日、年末年始を除く） 

URL www.city.aira.lg.jp 

e-mail shogai@city.aira.lg.jp 

支援 

対象者 

・姶良市内在住の障がいのある方、 

難病のある方とそのご家族や 

関わりのある方 

・障害福祉サービス事業所や 

相談支援事業所などの関係機関 

職員 

(職種) 

センター長 1 名

相談支援専門員及び相談員 5 名

  

  

事業内容 

＊基幹相談支援センター あいか とは 

「姶
．
良で希望がか

．
なって欲しい」「愛

．
がか

．
なって欲しい」「巡りあい

．．
か
．
なって欲しい」 

などの思いから名付けられました。 

地域の障がいに関する相談支援拠点としての役割を担うため、平成 31 年 4月に開設しました。 

 

〇相談方法 

  電話、ファックス、来所、訪問などご希望に合わせて対応いたします。 

 

〇相談内容 

項目 内容 

障がい福祉サービス

に関すること 

・サービスの内容や事業所に関する情報提供 

・サービスの利用申請 

・サービス利用のための関係機関との調整 

暮らしに関すること ・趣味や余暇活動 

専門機関の紹介 ・相談者の状況に応じて療育や就労、医療機関などの専門機関を紹介

権利擁護の相談 
・成年後見制度の内容や利用に関すること 

・障がい者虐待に関する相談 

 

   ＊内容に応じて、他の関係機関と連絡をとりながら 

対応いたします。 

 

＊その他、住み慣れた地域で安心して生活できるよう 

一緒に考えていきましょう。  

お気軽にご相談ください。 
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姶良市役所 

福祉部 子どもみらい課 

母子健康支援係 

所在地 姶良市宮島町 25 番地 

電話 0995-66-3293（直通） 

FAX 0995-67-0095 

業務時間 
月曜～金曜 8:30～17:15 

（祝日、年末年始を除く） 

URL www.city.aira.lg.jp 

e-mail boshi_hoken@city.aira.lg.jp 

事業内容 

○乳幼児健康診査  

姶良市では、お子さんの健やかな成長を願って、次のような健康診査を実施しています。 

年間の日程は、姶良市ホームページにも掲載しています。対象児には、事前に案内を郵送します。 

種類 健康診査の内容 

3か月児健診（個別） 身体計測・問診・内科診察・育児相談   ※医療機関で実施 

9～11 か月児健診 

（個別） 
身体計測・問診・内科診察・育児相談   ※医療機関で実施 

1歳 6か月児健診 

（集団） 
身体計測・問診・内科診察・歯科診察・育児相談・フッ化物歯面塗布 

2歳 6か月児歯科健診

（集団） 
身体計測・問診・歯科診察・育児相談・フッ化物歯面塗布 

3歳児健診（集団） 身体計測・問診・検尿・目の検査・内科診察・歯科診察・育児相談・フッ化物歯面塗布 

 

○5 歳児問診票：対象のお子さんの発育や発達等について保護者が問診票に記入し返信用封筒にて回収 

 

○健康（育児・栄養・母乳・運動・歯科）相談、発達言語相談 ※要予約 

  日時 場所 内容 

健康 

相談 

毎週火曜日 13:30～15:30 姶良保健センター 育児相談・栄養相談・母乳相談・運動・歯科に関する相談

毎週木曜日 9:30～11:00 加治木保健センター 
育児相談・栄養相談 

※栄養相談は第 1木曜日（祝日と重なった場合は翌週） 

第 1月曜日 

9:30～11:00 

蒲生 

高齢者福祉センター 
育児相談 

発達 

相談 

相談を希望される方は 

お問い合わせください。 
姶良保健センター 

落ち着きがない、視線が合わない、言葉が増えないなど、

お子さんの発達面の相談に専門家が応じます。 

言語 

相談 

相談を希望される方は 

お問い合わせください。 
姶良保健センター 

発音が気になる、吃音
きつおん

があるなど、お子さんの言語面の相

談に専門家が応じます。 

 

○発達支援教室 ※要予約 

子どもの発達に不安がある保護者とそのお子さんを対象に、親子の遊びをとおして、子どもの発達を支援

する教室です。 
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姶良市役所 

福祉部 子どもみらい課 

子ども政策係 

所在地 姶良市宮島町 25 番地

電話 0995-66-3111 
FAX 0995-65-6964 
URL www.city.aira.lg.jp 

e-mail －

業務時間 月曜～金曜 8:30～17:15
（祝日、年末年始を除く）

事業内容 
○子育てに関する相談・情報提供及び子育て中の親子のつどい、ふれあう場の提供をしています。 
 
 ・姶良市子ども館『ちるどん』 
    所在地  ：姶良市加治木町本町 400 番地 ／ 電話：0995-55-8696 

開所日  ：月・火、木～日曜 9:00～17:00 
利用対象者：小学校３年生までの子どもとその保護者、妊娠中の方とその家族、 

子育ての相談を希望する方 
 
 ・あいら親子つどいの広場「あいあい」（（株）テノ．サポート） 
    所在地  ：姶良市西餅田 589 番地 （姶良公民館内）／ 電話：0995-73-5333 

開所日  ：月曜～土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 日曜日 10:00～12:00、13:00～16:00 
利用対象者：０～２歳児とその保護者 
 

 ・子育て支援センター「たんぽぽ」（社会福祉法人 いわお福祉会） 
    所在地  ：姶良市下名 60 番地 （山田保育園内）／ 電話：0995-65-2531 

開所日  ：月・火・金曜 10:00～15:00 
利用対象者：未就園児とその保護者 
 

 ・子育て支援センター「ひよこサークル」（社会福祉法人 晶貴会） 
    所在地  ：姶良市加治木町木田 4872 番地 2 （高井田保育園内）／ 電話：0995-63-5043 

開所日  ：月・火・木曜 9:30～14:30 
利用対象者：未就学児とその保護者 
 

 ・子育て支援センター「あゆみ」（社会福祉法人 希望ヶ丘福祉会） 
    所在地  ：姶良市平松 5061 番地 2 （希望ヶ丘保育園内）／ 電話：0995-65-1710 

開所日  ：月～金曜 9:00～12:00、13:00～15:00 
利用対象者：未就学児とその保護者 
 

 ・子育て支援センター「建昌っ子」（社会福祉法人 建昌福祉会） 
    所在地  ：姶良市東餅田 2602 番地 （建昌保育園内）／ 電話：0995-67-3333 

開所日  ：月～金曜 9:30～14:30 
利用対象者：未就学児とその保護者 
 

 ・子育て支援センター「ようよう」（社会福祉法人 太陽の風） 
    所在地   ：姶良市蒲生町上久徳 1194 番地 18（蒲生てんてんこども園内）／ 電話：0995-52-0112

開所日  ：月・水・金曜 9:00～14:00 
利用対象者：未就学児とその保護者 
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姶良市子ども相談支援センター  

あいぴあ 

所在地 姶良市宮島町 25 番地 

電話 0995-66-3120（直通） 

FAX 0995-65-6964 

e-mail jifuku@city.aira.lg.jp 

業務時間 
月曜～金曜 8：30～16：30 

（祝日、年末年始を除く） 
対象者 

18 歳未満の子どもとその家族、 

関係者 

事業内容 

 

子どもに関する様々な悩みにワンストップで対応する相談窓口です。 

 姶良市に住むすべての子ども（１８歳未満）とその家族のいろいろな困り事について、いっしょに 

考え支援します。また、妊産婦さんも対象です。 

  

 

 

 

 

 ○相談には、社会福祉士、保健師、助産師、教育専門員などの専門スタッフが対応します。 

 ○内容やご希望によっては、必要な関係機関と連携して支援します。 

 ○電話相談、来所相談、家庭訪問で、ご相談に応じます。 

  来所相談の場合は、事前に連絡をいただけると、待ち時間が少なくスムーズな対応が可能です。 

 

ひとりで抱え込まないで、いっしょに考えてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（相談内容） 

育児や発達に関すること、学校生活に関すること、学習や対人関係のこと、いじめのこと、 

非行のこと、妊娠に関すること、児童虐待に関すること 等 
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姶良市教育委員会 

学校教育課 

所在地 姶良市加治木町本町 253 番地 
電話 0995-62-2111 
FAX 0995-62-1552 
URL www.city.aira.lg.jp 

e-mail shido@city.aira.lg.jp 

業務時間 
月曜～金曜 8：30～17：15 
（祝日、年末年始を除く） 

事業内容 
 
  特別支援学級・特別支援学校への就学についての相談  
 

特別支援学級や特別支援学校への就学を検討されている方は、夏又は秋の就学相談会にお申し込み

ください。その後、発達や教育等の専門家から構成される市教育支援委員会で話し合い、その後、保

護者様との合意を得て、就学先が決まります。詳細については、姶良市ホームページに掲載している

「就学ガイドブック」を御覧ください。 
  
  ※ お子さまの学びの場等についての御相談は、現在通われている園・学校に御連絡いただくか、 

   姶良市教育委員会へお問い合わせください。 

 
 

「通級による指導」についての相談  
 
 通級による指導とは、小・中学校の通常の学級に在籍しているお子様が、授業の大部分を通常の学

級で受けながら、週に１～２時間程度、特性等に応じた指導を、通級指導教室を受けることです。 
 現在、姶良市には、小学校の通級指導教室のみ設置されています。 

 
 
 
  
   
 
 
  ○ 柁城小学校、姶良小学校以外の小学校に在籍している場合は、保護者の方の送迎が必要です。 
  ○ 通級指導教室での指導は通常の学習と見なされ、遅刻・早退にはなりません。 
 

※ 通級による指導についての御相談は随時受け付けています。現在就学している学校や姶良市教 

育委員会、又は、柁城小学校、姶良小学校の通級指導教室へお問い合わせください。 

 
 

 

 

 

柁城小学校通級指導教室 【TEL:(0995)63-2552（学校代表番号）】 
 ・ 対象：LD（学習障害）・ADHD（注意欠如多動性障害） 
姶良小学校通級指導教室  【TEL:(0995)65-4246（通級指導教室直通番号）】 
 ・ 対象：言語障害、聴覚障害、自閉症・情緒障害 
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姶良市立柁城小学校 

通級指導教室(あおぞら教室) 

所在地 姶良市加治木町仮屋町 248 番地 
電話 0995-63-2552 
FAX 0995-63-2554 

e-mail dajokyoutou@po12.synapse.ne.jp 

教室名 
通級指導教室 

（あおぞら教室） 
保護者の付き添い 不要 

送迎 必要 
学習時間 月曜～金曜 8:45～15:45 職員(職種) 通級指導教室 １名 

支援対象障害 
ＬＤ（学習障害） 
ＡＤＨＤ（注意欠如多動性障害） 

対象年齢層 小学校在籍児童 

目標・指導内容等 
 

１ 目標 
個々の児童が自立を目指し、障害等による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため 

に必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、心身の調和的発達の基盤を培うことを目標にしています。 
 
２ 指導内容 

   〇 ＬＤ・ＡＤＨＤ通級指導教室 
    ・ 読む・書く・聞く・話す・推論する・計算する際に生じる困難さを軽減したり、自分にあった

学習方法を見付けたりするなどの指導を行います。 
・  落ち着きがない、友達とのトラブルが多い等の不注意や衝動性、多動性に関わる困難さを軽減

するためのトレーニング等を行います。 
 

  ３ 教育相談 
     学習状況や対人関係、行動面などについて、小学校入学前のお子様や小学生の保護者の方からの 

御相談をお受けします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14-



 

姶良市立姶良小学校 

通級指導教室 

所在地 姶良市西餅田 2726 番地 
電話 0995-65-4246 
FAX 0995-65-6261 

e-mail aira-syo00@po12.synapse.ne.jp 

通級指導教室名 通級指導教室 
保護者の付き添い 不要 

送迎 必要 

学習時間 月曜～金曜 8:50～16:00 職員 
(職種) 

通級指導教室（言語） ２名 
通級指導教室（聴覚） １名 

支援対象障害 
言語障害 
聴覚障害 
自閉症・情緒障害  

通級指導教室（情緒） １名 

対象年齢層 小学校在籍児童 

目標・指導内容等 
 

１ 目標 
個々の児童が自立を目指し、障害等による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため 

に必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、心身の調和的発達の基盤を培うことを目標にしています。 
 
２ 指導内容 

   〇 言語通級指導教室 
    ・ 適切に音を認知することや，正しい発音・発語ができるようになるための指導を行います。 
    
   〇 難聴通級指導教室 
    ・ 補聴器の使用等に関することや、発音、発語、語彙の拡充等に関する指導を行います。 
     
   〇 自閉症・情緒通級指導教室 
    ・ 自分の気持ちの伝え方や、他者の視点に立った物事の理解、感情のコントロール方法などの指

導を行います。 
 
  ３ 教育相談 
    ことばの発達や耳の聞こえ具合、対人関係や社会性などについて、小学校入学前のお子様や小学生

の保護者の方からの御相談をお受けします。 
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県の機関 

姶良・伊佐地域振興局 

保健福祉環境部 

（姶良保健所） 

所在地 
〒899-5112 
霧島市隼人町松永 3320 番地 16 

電話 
健康企画課健康増進係 0995-44-7953 
地域保健福祉課地域支援係 0995-44-7964 

FAX 
健康企画課 0995-44-7969 
地域保健福祉課 0995-44-7968 

e-mail 

健康企画課健康増進係 
airaisa-kenkou-kenzou@pref.kagoshima.lg.jp 
地域保健福祉課地域支援係 
airaisa-chiiki-shien@pref.kagoshima.lg.jp 

事業内容 
 

○医療費に関する制度（小児慢性特定疾病医療費助成制度）の利用に係る申請受付 
  １８歳未満で小児慢性特定疾病と診断された方の申請により、医療費の一部を助成する制度です。 

認定期間は原則として１年以内ですが、更新申請をすると引き続き助成を受けることができます。 
  また、１８歳までに認定を受けられた方は、２０歳未満（２０歳の誕生日の前日）まで延長して 

助成を受けることができます。 
○小児慢性疾病児等とその家族に対する相談支援 

  慢性疾病児等に対して、福祉制度の紹介や関係機関との連絡調整など、日常生活に関する必要な 
内容について面接及び訪問を行っています。 

  また、療育相談会や慢性疾病児を育てた経験のある親によるピアカウンセリング、患児同士の 
交流会を行っています。 

 （健康企画課健康増進係） 
 
○鹿児島県身障者用駐車場利用証制度（パーキングパーミット制度）の利用に係る申請受付 

  公共施設や店舗など様々な施設に設置されている身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、 
障害のある方や妊産婦の方など歩行が困難と認められる方に対して、県内共通の「身障者用駐車場 
利用証」を交付することで、本当に必要な人のための駐車スペースを確保する制度の利用に係る申請 
受付を行っています。 

 （地域保健福祉課地域支援係） 
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鹿児島県中央児童相談所 

所在地 鹿児島市桜ヶ丘 6 丁目 12番 

電話 099-264-3003 

FAX 099-264-3044 

URL http://www.pref.kagoshima.jp/ 

e-mail jiso@pref.kagoshima.lg.jp 

業務時間 
月曜～金曜 8:30～17:15 

（祝日、年末年始を除く） 

支援対象障害 主に知的障害 

対象年齢層 １８歳未満 

事業内容 

○こどもの養護に関する相談 

○こどもの障害に関する相談 

○知的障害児の療育手帳の判定・発行 

○障害児入所施設利用の相談 

 

 

 

 

鹿児島県こども総合療育センター 

（発達障害者支援センター） 

所在地 鹿児島市桜ヶ丘 6 丁目 12番 

電話 

099-265-2400 

（鹿児島県こども総合療育センター） 

099-264-3720 

（発達障害者支援センター） 

FAX 099-265-0006 

相談時間 

月～金曜日 

午前 8時 30 分～午後 5時 

(祝日・年末年始を除く) 

事業内容 

 

○こども総合 

療育センター 

 

 

 

 

 

 

 

○発達障害者 

支援センター 

 

 

 

① 子どもの心身の発達に関する保護者や地域からの相談 

言葉が遅い、かんしゃくが激しい、落ち着きがない、友達とのトラブルが多い、登校

しぶりがあるなどのお子様の発達上の困りに対して、電話相談を受け付けています。

② 概ね 15 歳までの子どもに関する診察（要予約） 

当センターでは、保護者からの直接の診察予約を受け付けていません。初診申込みは、

未就学児は保育所・幼稚園・児童発達支援センター・児童発達支援事業所・保健セン

ターを通して、就学児は学校を通して申込みが必要となります。 

詳細については、お電話でお問い合わせください。 

 

発達障害児（者）についてのライフステージに応じた相談 

来所相談は、要予約となります。まずは、お電話でご相談ください。 

発達障害者支援センターは医療機関ではありませんので、発達障害の診断は行って 

おりません。必要に応じて、発達障害に対応している医療機関のご案内を行います。 
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鹿児島県総合教育センター 

特別支援教育研修課 

所在地 鹿児島市宮之浦町 862 

電話 099-294-2820 

FAX 099-294-2317 

URL http://www.edu.pref.kagoshima.jp 

e-mail tokushi@edu.pref.kagoshima.jp 

業務時間 
月曜～金曜 8:30～17:00 

（祝日、年末年始を除く） 

保護者の 

付き添い 
必要 

送迎 無 

支援対象障害 

・障害のある幼児児童生徒と 

その保護者及び関係教職員等 

・学習面・行動面につまずきの 

ある幼児児童生徒とその保護者 

及び関係教職員等 

職員 

(職種) 

課長 １名 

係長 １名 

研究主事 ３名 

対象年齢層 幼児児童生徒 

事業内容 
 

○電話での相談 

来所での相談（あらかじめ電話での予約が必要）  

※ 相談は無料。 

○視覚や聴覚、知的発達の遅れなどの障害のある幼児児童生徒への具体的な指導・支援についての相談 
○文字の読み書きが苦手である、ことばが遅れているなどの学習面に関するつまずきや友達とうまく関われ

ない、忘れ物が多いなどの行動面に関するつまずきについての相談 
○発達の状態の把握や適切な関わり方、就学・進学・就労に関すること、学校と連携した取組についての 

相談 など 
 

 

 
 

鹿児島県立鹿児島特別支援学校 

所在地 鹿児島市吉野 1 丁目 42 番 1 号 
電話 099-243-0114 
FAX 099-243-6107 

URL 
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/ss 
/Kagoshima-H/top.htm 

支援対象障害 
・肢体不自由 
・知的障害 

送迎 スクールバス（校区内） 

幼児児童生徒 
学齢児童生徒 
訪問教育対象者 

事業内容 
   

本校は、肢体不自由と知的障害の併置校です。特別支援教育に関する相談をはじめ、就学相談、教育相談、

進路相談に対応しています。 
また、地域の保育所、幼稚園、小中学校の巡回による教育相談も行っています。 
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鹿児島県立加治木特別支援学校 
所在地 姶良市加治木町木田 1784 番地 

電話 0995-63-5729 

支援対象障害 
（入学に関して） 

病弱者・肢体不自由者 
（国立病院機構南九州病院

入院者，姶良市，霧島市の肢

体不自由者） 

FAX 0995-63-5498 

URL http://www.edu.pref.kagoshima.jp/ss/Kaji
ki-H/ 

Email kajiyou@pref.kagoshima.lg.jp 
事業内容 

 
○教育相談 
病気のこと，身体のことについて，お悩みの保護者・先生方・関係者に対して相談を行います。 
本校の児童生徒以外の保護者も対象です。 
相談等に関する費用は無料です。お気軽にお問い合わせください。 

・来校相談 
・電話・メール・オンライン相談 
 
○学校見学会 

 ・年１回実施しています。 
※必要時応じて随時実施いたしますので，ご希望の方はお問い合わせ下さい。 
 

○巡回相談 
各学校・幼稚園・保育園等の要請に応じて、こどもの学習・生活の様子を参観し、幼児児童生徒に対す

る指導内容・方法に関する助言等を行います。 
 

 

鹿児島県立牧之原特別支援学校 
所在地 霧島市福山町福山 6140 番地 1 

電話 0995-56-2665 

支援対象障害 
知的障害者 
肢体不自由者 

FAX 0995-56-1865 
URL 

 
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/ss/maki
nohara-h/ 

Email makinohara-h@edu.pref.kagoshima.jp 
事業内容 

 
○教育相談 
発達のこと，就学や進路のことについてお悩みの保護者・先生方・関係者に対して相談を行います。 
本校の児童生徒以外の保護者も対象です。 
相談等に関する費用は無料です。お気軽にお問い合わせください。 

・来校相談 
・電話・メール・オンライン相談 
 
○学校見学 

 ・６月～11 月の期間で入学や転学にあたっての学校紹介と該当学部見学を行います。 
※必要に応じて随時実施いたしますので，ご希望の方はお問い合わせください。 
 

○巡回相談 
各学校・幼稚園・保育園等の要請に応じて、こどもの学習・生活の様子を参観し、幼児児童生徒に対す

る指導内容・方法に関する助言等を行います。 
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鹿児島県立鹿児島盲学校 

所在地 鹿児島市西谷山一丁目 3 番 3 号 
電話 099－263－6660 
FAX 099－263－6659 

URL 
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/ss/kago
shima-b/ 

e-mail kamou@pref.kagoshima.lg.jp 

業務時間 月曜～金曜 8:30～16:45 
保護者の 
付き添い 

一般の方以外は，保護者の同行が必要 

支援対象障害 
視覚障害または 
視覚障害の疑いのある方 

送迎 無 

職員 
(職種) 

乳幼児教育相談担当 ６名 

対象年齢層 
就学前（乳幼児） 
小学生から高校生及び一般 

校外教育相談担当 
（小学生から高校生及び一般） 

７名 

事業内容 
 
鹿児島盲学校では，乳幼児から成人までの視覚支援に関する相談等に幅広く応じています。 
相談等に関する費用は無料です。お気軽にお問い合わせください。 
各相談では，視覚の状況に応じて，見え方に関する相談や検査を行ったり，視覚支援機器の使い方や点字

の読み書き，白杖歩行などについて相談を実施しています。 
また，卒業・卒園後の進路相談及び学校等への巡回相談も行っています。 

 
○乳幼児教育相談 

 ・個別相談（保護者の方との教育相談及び子どもさんとの個別活動） 
・集団保育（集団活動や保護者の方を対象とした子育て講座） 
・電話・メール相談 
 
○校外教育相談 

 ・個別相談（保護者の方との教育相談及び子どもさんとの個別活動） 
・盲学校の専門の課程（理療科や保健理療科）への入学を希望される方の教育相談 
・電話・メール相談 
 
○学校見学会 

 ・年１回実施しています。 
 

○体験入学 
・年１回実施しています。 
※必要に応じて，随時対応しています。詳しくは本校ホームページをご覧ください。 
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鹿児島県立鹿児島聾学校 

（聴覚相談センター） 

所在地 鹿児島市下伊敷一丁目 52-27 
電話 099-228-2200 センター直通 099－228－2300 
FAX 099-228-2211 センター直通 099－228－2311 

URL 
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/ss/Kago
shima-A/ 

e-mail karou@pref.kagoshima.lg.jp 

支援対象障害 
聴覚障害または聴覚障害の 

疑いがあるお子さん 

保護者の 

付き添い 
必要 

対象年齢層 0 歳～18 歳 送迎 無 
事業内容 

 
○乳幼児教育相談（対象：0～2 歳） 

3 歳未満のお子さんの個別指導、グループ活動、聴力測定を行います。また、保護者学習会を開催し、

子育てを支援します。（月 1 回～週 2 回程度） 
 
○きこえの相談（対象：3 歳以上～高校生） 
  お子さんの聴力測定や教育相談を通して、補聴器・人工内耳の活用や発音、ことばに関するアドバ 

イスを行います。(週 3 回（火・木・金）14 時～16 時) 
 
○就学・教育相談（対象：幼児～高校生） 
  学習や就学に関する相談を行います。学校見学や体験入学も受け付けています。(随時) 
 
○巡回相談（対象：幼児～高校生） 
  聾学校の職員が幼稚園、保育所、小中高校を訪問し、きこえが気になるお子さんの学習や就学等の 

相談をお受けします。職員研修やきこえに関する啓発授業なども行います。 (随時) 
 
【乳幼児教育相談 グループ活動の様子】 

 

親子で遊びながら，

「気持ちを通わせる

方法」や「聴覚を活用

する方法」などについ

て支援や相談を行っ

ています。 
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療育に関わる医療機関 

独立行政法人国立病院機構  

南九州病院 

院長 久保田 伊知郎 
所在地 姶良市加治木町木田 1882 
電話 0995-62-2121 
FAX 0995-63-1807 
URL https://minamikyusyu.hosp.go.jp 

e-mail 625-ryouikukyouyu@mail.hosp.go.jp 

サービス 
種別 

① 小児発達外来           ②お母さんの学習室 
③ 親と子のソーシャルスキル学習   ④療養介護・・・（重症心身障害／神経筋疾患） 
⑤ 医療型障害児入所・・・（重症心身障害／神経筋疾患）  ⑥短期入所  ⑦通所 

事業内容 

① 小児発達外来 
発達や外来に関する診断、相談に小児神経科医師と臨床心理士が対応しております。 

初診・・・火曜・木曜 午前（要予約） 
再診・・・火曜・水曜・木曜（要予約） 

※お問い合わせ、お申し込みは地域医療連携室（内線 296）までお願いします。 
 

② お母さんの学習室 
発達障害（自閉スペクトラム症、ＡＤＨＤ等）や、その傾向のあるお子様の養育について、 
行動療法をベースとしたプログラムを用いて支援していきます。 
※お問い合わせ、お申し込みは療育指導室（内線 432）までお願いします。 
 

③ 親と子のソーシャルスキル学習 
発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD 等)や、その傾向にあるお子様に、社会的ルールや 
対人スキル等を遊びやワークを通して学んでいただきます。 
※お問い合わせ、お申し込みは療育指導室（内線 432）までお願いします。 
 

④ 療養介護 
医療法と障害者総合支援法の規定に基づき運営される長期療養を目的とした病棟です。１８歳以上の 
重症心身障害者、筋ジストロフィー症の方で、障害支援区分５以上の認定が必要となります。 
 

⑤ 医療型障害児入所 
医療法と児童福祉法の規定に基づき運営される長期療養を目的とした病棟です。 
１８歳未満の重症心身障害児、筋ジストロフィー症の児童が対象になります。 
 

⑥ 短期入所 
障害福祉サービスで「医療型短期入所」の支給決定を受けた方が対象となります。 
※④⑤⑥については、市町村の障害福祉課、児童相談所、計画相談支援事業所と相談の上、 

地域医療連携室（内線 296）までお問い合わせください。 
 

⑦通所（生活介護・児童発達支援事業） ｐ４１をご覧ください 
 
 ※令和５年８月より「紹介受診重点医療機関」となったため、初診の方はかかりつけ医からの紹介状をお

願いしています。紹介状が無い場合は、初診料として 7,000 円頂きます。 
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医療法人 玉昌会 加治木温泉病院 

小児リハビリテーション科 

総合リハビリテーションセンター 

所在地 姶良市加治木町木田 4714 

電話 0995-62-0001 

FAX 0995-62-3778 

e-mail 
aira-kodomo@gyokushoukai.c
om 

営業日・ 

営業時間 

●リハビリテーション（PT・OT・ST） 

●心理カウンセリング・評価（心理士）

月～金 9:00～17:30 

土  9:00～12:30 

●小児リハビリテーション科診察（医師）

毎週火・水曜日 9:30～17:00 

職員 

（職種） 

小児担当 

小児科医（非常勤） ２名 

リハビリテーション科医 １名 

理学療法士 ３名 

作業療法士 ７名 

言語聴覚士 12 名

対象年齢層 制限なし（症状に応じて） 公認心理師/臨床心理士 ４名 

事業内容 

●小児発達外来 

（要予約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●総合リハビリ

テ―ション 

センター 

（要予約） 

 

 

 

 

 

●関連施設・ 

機関との連携 

 

子どもの発達についての相談、発達に関わる検査・診断や、リハビリテーションの 

ご相談を受けています。 

【予約方法】 

① WEB 入力もしくは電話予約 
https://www.kjko-hp.com/rehabilitation/child-riha/  
小児初診問診票 WEB フォーム版に入力すると受付開始されます。 
TEL: 0995-62-0001（内線：256 総合リハビリテーションセンター） 
②初診日の決定 
1 週間以内にメールにて折り返しご連絡致します。現在、待機期間があります。ご了承

下さい。お急ぎの場合は問診票にご記入頂くか、ご連絡をお願い致します。 
③医師による診察と必要な評価決定 
医師による診察：保護者の困り感や育てにくさ、気になる点など聞き取ります。 
※園や学校での様子を記入した紹介票や紹介元の情報があると、より診察の役に立ちま

す。 
 

発達面・行動面などにおいて心配のあるお子様、障がいのある子どもを対象に行う 

リハビリテーションです。基本的な運動機能や、認知・情緒面の発達、言語面の発達な

どについて、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）、心理士（CP）に

より個別での評価やリハビリテーション、カウンセリングを行います。 

【利用方法】 

① 初診の場合は、まず、医師の診察を受けます。 

② 症状に応じて、小児科医よりリハビリテーションの指示がでます。 

③ リハビリテーションの日程を調整し、通院でのリハビリテーションが開始されます。

 

必要に応じて、保育園・幼稚園や療育施設、小・中学校、市町の保健師などと連携を 

取り、子どもさん、ご家族に必要な支援を行っています。 
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相談支援事業所（対象：18 歳未満） 

相談支援事業所 

セカンドプレイス 

所在地 姶良市平松 1230-3（RISE 内） 

電話 0995 65 2121 
FAX 0995 65 2141 

e-mail 2ndplace.soudan@gmail.com 

営業日・営業時間 

月曜日 土曜日（祝日） 

９時 １８時 

※日曜日・年末年始（12 月

30 日 １月 3日は休み） 

職員 

(職種) 

相談支援専門員 １名

（看護師） 

（社会福祉士） 

 

支援対象障害 
発達障害・知的障害・身体的

障害 
対象年齢層 未就学児 １８歳まで 

業務内容 

テーマ：生き抜くチカラを育む』『社会を歩む』 

セカンドプレイスとは、関わる皆さんが『にこっとなれる場所』でありたいという思いが込められていま

す。 

 

相談支援事業所 

ご本人やご家族にお話を伺い、福祉サービスが総合的かつ効果的に提供されるように配慮して、サービス

等利用計画書を作成します。ご利用者様に合った事業所やサービスのご案内、ご利用中の事業所やご家族

と連携をして、サポートしていきます。 
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＜株式会社プラスアルファ＞ 

相談支援事業 はなまる 

所在地 
姶良市加治木町木田 

3979 番地１ー１F 

電話 080-9816-1850 
FAX 0995-62-6230 

e-mail hanamaru.soudan＠gmail.com 
サービス種別 

(定員) 
障害児相談支援事業 

職員 

(職種) 

管理者兼 

相談支援専門員 
1 名 

営業日・営業時間 

月曜日～土曜日 祝日営業

（8/13 15，12/30 1/3 を除く）

午前 9:00～午後 5時 

支援対象障害 発達・精神・知的・身体障害 

対象年齢層 障害児相談支援０歳から 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

＜株式会社プラスアルファ＞ 

 

お子様が目の前の課題を楽しみながら乗り越え 

出来なかったことも「出来たよ！」に変えて 

自分の足で前を向いて歩んでいけるように 

サポートして参ります！ 

 

 

 

＜地域の皆様と一緒に思いを繋げるように！＞ 

お子様を中心として、療育施設、保育・教育機関、保健師、他相談支援事業所、行政機関の皆様等、

福祉・教育・医療・地域と連携し、思いをつなぐお手伝いをさせて頂きます。 

 

 

＜相談支援事業所 はなまる＞ 

 

『通所支援事業所ビジョンサポートはなまる』内に、 

令和 4年 2月１日に開設しました『相談支援事業所 はなまる』です。 

お子様やご家族様の想いに寄り添いながら、お子様の成長をサポートさせて頂きます。 
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相談支援事業所 Atena 

所在地 姶良市船津 2594 番地 2 
電話 0995-67-8787 
FAX 0995-67-8788 

サービス種別 指定障害児相談支援事業 

URL https://hanauta.tkc.best-hp.jp

e-mail hanauta@iaa.itkeeper.ne.jp 

対象年齢層 障がい児相談支援 0 歳～ 

支援対象障害 
発達・精神・知的・身体障害・医

ケア等 
サービス提供日 

・時間 
月曜日～土曜日 
9:00～18：00 

職員(職種) 
管理者 1 
相談支援専門員 1 

事業内容 

【相談支援事業所 Atena 】 
はなうた株式会社の基本理念に「和顔愛語」があります。「和顔愛語」は、柔和な表情と慈

愛の言葉をもって相手の心を汲み、救いの手を差し伸べていくという禅の教えです。 
 私たちは、「和顔愛語」の理念の元、いつも和やかな笑顔で優しい言葉で接し、人の心をや

わらげ、地域に根差した信頼される相談支援事業所として優しい会社の形成を目指します。 

 

【Atena  相談支援専門員】 
 障がいのある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障がい福祉サー

ビスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援など、障がいのある人の

全般的な相談支援を行います。 

 Atena 所属の相談支援専門員は、基礎資格として社会福祉士、精神保健福祉士などの国家

資格を保有しています。また、強度行動障害支援者養成研修・医療的ケア児等コーディネー

ター養成研修を修了しています。 

 

 ＊＊＊＊まずはご相談ください＊＊＊＊ 
  行政や医療機関、社会福祉協議会、障がい福祉サービス事業所の他、民生委員、児童委

員やボランティアなど、地域の様々な機関とのネットワークを利用して障がいのある方の生

活の質が向上するよう支援いたします。 
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相談支援事業所（対象：未就学児～成人） 

 

 

社会福祉法人 敬天会 

生活支援センター さちかぜ 

所在地 姶良市西宮島町 5-1 

電話 
0995-64-3611（代表） 
0995-62-3051（直通） 

FAX 0995-64-3633 

サービス種別 

・障害者相談支援事業 
（姶良市委託） 
・障害児相談支援事業 
・指定特定相談支援事業 
・障害児等療育支援事業 
（県委託） 

URL https://www.sachikaze.jp 
Instagram keitenkai_official 

e-mail harumachi.sss@sachikaze.jp 

対象年齢層 未就学児から成人 

支援対象障害 
身体・知的・発達・精神障害 
及び難病等 

サービス提供日 
・時間 

月曜～土曜 9:00～17:00 
（年末年始を除く） 

職員(職種) 
管理者（兼務） １名 
相談支援専門員 ７名 

事業内容 
○障害者相談支援 

地域で生活されている障害児・者本人やその家族等が地域の中で安心して生活していただけるように、

福祉サービス等に関する相談及びサービス利用の調整・援助活動を行っています。 
○指定特定相談支援事業・障害児相談支援事業 

福祉サービスを利用する際、市役所よりサービス等利用計画を作成するようお願いがあった方に対し

て、計画作成を行っています。※実施地域：姶良市 
○障害児等療育支援事業 

鹿児島県から委託を受けている事業で、在宅の障害児・者やそのご家族の方が安心して地域で生活 
できるよう支援します。利用料：無料 対象地域：姶良市 
 

①訪問による相談等（本人やそのご家族へ行う支援） 
   相談の内容に応じて専門スタッフと一緒に地域へ出向き、相談や療育の支援などを行います。 

またご希望に応じて、今後の関わりなどについて話す場を設けることで、より安心して生活が 
出来るような取り組みも行っています。 

②外来による相談（本人やそのご家族へ行う支援）                       

   さちかぜへ来所していただき、相談等の支援を行います。                  

③施設などへの支援（職員へ行う支援、また各種学習会や講演会への派遣も含む） 
   本人を支えている関係者の方（幼稚園・保育園、学校、福祉サービス事業所など）の相談内容に 

応じて、専門スタッフと一緒に出向き、対応方法などの助言を行います。職員や親の会等において

学習会や講演会なども行っています。 
 ※専門スタッフとは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師、音楽療法士、発達相談員等 
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Becoming 相談支援 

所在地 姶良市東餅田 397-3 プライムサイド B 

電話 090-9820-3057 

FAX 0995-56-8992 

サービス種別 
障害児相談支援 

計画相談支援 
e-mail becomingcop@gmail.com 

サービス提供日 

・時間 

月 金（1回/月土曜日） 

9：00 17：00 

職員 

(職種) 

相談支援専門員 

（看護師・作業療法士） 
２名 

支援対象障害 
発達・精神・ 

知的・身体障害など 
対象年齢層

障害児相談支援 0 歳～ 

計画相談支援 65 歳まで 

事業内容 

Becoming の理念  

Becoming とは「 になる」という意味があります。「今」取り組むことが「未来」を形成します。 

私たちは、Becoming を利用する方々の未来を築くパートナーとして、 

「あなたの魅力をチカラを可能性を最大限に引き出したい」と考えています。 

 

相談支援  

お子さまの気になることやご家庭での困りごと・心配ごと、どんな小さなことでも構いません。 

お電話や DMでも受け付けております。福祉サービスに関する相談窓口としてもご利用いただけます。 

ご本人やご家族の想いに寄り添いながら、福祉サービスを利用するために支援計画の作成を行います。 

□ご利用者様の想いをしっかりと情報収集・分析 

□必要な情報提供・アドバイスを行うとともに、各事業所やサービスのご案内 

□生活に関するさまざまな課題や将来の暮らしに関すること 

□各事業所や関連機関・ご家族と連携し、1つのチームとしてサポート 

 
Let’s go web site!! 
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ウイングプランセンター 

所在地 姶良市東餅田 1442 番地１ 

電話 0995-73-3913 

FAX 0995-65-7241 

サービス種別 

指定特定相談支援事業 
指定障害児相談支援事業 
委託障害者相談支援事業 

e-mail wingplan@wing-smile.com 

サービス提供日 

・時間 

月曜 金曜 8:00～17:00 

（12 月 31 日～1 月 3 日を除く）

職員 

(職種) 

管理者兼相談支援専門員 １名 

相談支援専門員 １名 

支援対象障害 

対象年齢層 

指定特定相談支援事業：18 歳以上（身体・知的・精神） 
指定障害児相談支援事業：18 歳以下 
委託障害者相談支援事業：指定なし 

事業内容 

  

ウイングプランセンターでは、利用者の皆様がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、福祉サービ

スが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し、支援してまいります。 
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EG cordial company 

相談支援事業所 Prism 

所在地 姶良市西餅田 1925－12 

電話 0995-73-4617 

FAX 0995-73-4618 

サービス種別 

(定員) 

障害児相談支援 

計画相談支援 
e-mail 

eg.cordial.company.prism@gmail

.com 

営業日・営業時間 
月～土 

8：30～17：30 

   職員 

(職種) 

相談支援専門員 

（看護師、作業療法士）
2 名 

支援対象障害 
発達障害、身体障害、精神 

障害など 
対象年齢 

障害児相談支援 0 歳から 

計画相談支援 65 歳まで 

事業内容 

～Always, be your self.～ 
                いつもあなたらしく。 

 

 

 

 
 相談支援事業所 Prism は、 

その方が自分らしく自信を持って生きていけるようにサポートします。その方の夢が実現できるように 

サポートします。 

〈計画相談〉 

  利用者の心身の状況や環境などを把握し、福祉サービスを総合的、効率的に利用できるように計画を 

作成していきます。 

〈障害児相談支援〉 

  お子様の発達に関するご家族の不安や育児のお悩みの解決に向けてもサポートしていきます。 

お子様やご家族の意向に配慮しながら計画を作成していきます。 

 

 

HP https://r.goope.jp/egcordialcompany/free/page-jikosyoukai   

 

 ※ホームページにある公式ラインのご登録で、ご連絡も可能です。 
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社会福祉法人 建昌福祉会 

相談支援事業所 カトレア  

所在地 姶良市船津 1697-16-103 号 
電話 0995-73-6131 
FAX 0995-73-6132 

e-mail nijinoie@ia9.itkeeper.ne.jp 

サービス種別 
指定特定相談支援 
指定障害児相談支援事業 

職員 
(職種) 

管理者（兼務） 1 名 

サービス提供日 
・時間 

月曜日から土曜日まで 
8：30～17：30 

（祝日、年末年始を除く） 
相談支援専門員 ２名 

支援対象障害 
身体・知的・発達・精神障

害   
対象年齢層 未就学児から成人 

事業内容 
 
① サービス等利用計画の作成 

利用者の心身状況、環境等を把握した上で、福祉サービスが総合的かつ効果的に提供されるように配

慮して、サービス等利用計画を作成します。 
 

② サービス等利用計画作成後の便宜の供与 
実施状況の把握及び利用者についての継続的な評価（モニタリング）を行い、必要に応じて担当者会

議を開き計画の変更、各関係機関との連絡調整を行います。 
 

③ サービス等利用計画の変更 
利用者等がサービス等利用計画の変更を希望したり、事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判

断したりした場合は、利用者と事業者の双方の合意に基づき、サービス等利用計画の変更を行います。

 
④ 障害児者入所施設等への紹介 

利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又は利用者が入所施設

等への入院や入所を希望する場合には入所施設等への紹介その他の便宜の提供を行います。 
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一般社団法人  啄
そったく

の機
き

 

相談支援事業所 ともしび 

所在地 姶良市中津野４１６番地 1 

電話 090-9561-7218 

FAX  0995-65-7881 

e-mail sottakunoki128@outlook.jp 

サービス種別 

指定特定相談支援事業 

指定障害児相談支援事業 

一般的障害者相談支援事業 

対象年齢層  定めなし 

職員 

(職種) 

 

管理者 1 名(兼務) 

サービス提供

日・時間 

月曜～金曜（祝祭日，年末年始を除く）

9:00～18:00 

※緊急の場合,事前予約の場合は 

この限りではありません。 
相談支援専門員 1 名(兼務) 

支援対象障害者 障害のある方すべてとそのご家族 

事  業  内  容 

☆ 平成 29年 1月  一般社団法人  啄の機 設立  

 

☆ 平成 29年 3月 「相談支援事業所ともしび」として，障害のある方々の計画相談の業務を行っています。

 

☆ 障害福祉サービスの利用を考えている方で，受給者証の申請に必要なサービス等利用計画の作成をさせ

ていただきます。 

 指定特定相談支援事業所   4634500328 

指定障害児相談支援事業所  4670004581 

 

☆ 平成 30年１月 姶良市と障害者相談支援事業委託契約を結び， 

一般的障害者相談支援事業を行っています。 

 

☆ 管理者・相談支援専門員 井藤 良輝 

  相談支援専門員（R.2 現任研修） 

サービス・児童発達支援管理責任者（R.１更新研修） 

介護福祉士（H.23） 

  強度行動障害支援者養成研修 （H.29 基礎,実践） 

医療的ケア児等支援者・コーディネーター養成研修（H31） 

精神障害関係従事者養成研修等(R.５) 

熱中症対策アドバイザー(R.2) 

 啄(そったく)の機(き)とは， 

孵化しようとしている殻の中から聞こえ

るヒナの鳴き声を「 」，その声を聴いて

親鳥が殻をつつくことを「啄」という。

何かをするのに絶妙なタイミングを示す

禅宗の表現。 
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 所在地 姶良市宮島町２７-２ 

電話 080-5457-7926 

FAX 0995-73-8500 

サービス種別 
指定特定相談支援 

指定障害児相談支援 

e-mail soudan.wellie@gmail.com 

対象年齢層 すべてのみなさま 

支援対象障害 
すべての障がい者・障がい児の

方、および障害者総合支援法の対

象となる難病の方 

サービス提供日 

時間 

月～金 

8：30 ～ 16：30 
職員(職種) 

管理者 兼 

相談支援専門員

1 名 

社会福祉士 

精神保健福祉士

事業内容 

相談支援センター『ウェルリエ』は障がい福祉サービスやお子さまの様々なサービスの利用を考えている

皆さまやご家族の方々の思いをうかがい 

 

「いま、困っていること」がやわらいだり解決することを目指し、あわせて、皆さまやお子さまの「でき

ること・得意なこと」や「才能」に目を向け、「将来はどうありたいか？」についても一緒に考え、その実

現を「サービスの利用計画の作成」というかたちでお手伝いさせていただきます。 

 

そして「暮らしたい場所で、自分で選んだ人生を自分らしく過ごす」ことや、あなたが暮らす地域の人々

にとっても「あなたはかけがえのない大切なひと」であること… 

 

そんな「ひととしてのしあわせ」によりそうことができたら、とせつに願っています！ 
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相談支援事業所（対象：１８歳以上） 

姶良市地域活動支援センター 

地域生活支援事業所アシスト 

所在地 姶良市平松 6488 番地 
電話 0995-73-5842 
FAX 0995-73-5843 

e-mail assist-2@po2.synapse.ne.jp 

サービス種別 
指定一般相談支援 
指定特定相談支援 
地域活動支援センター 

送迎 無 

職員 
(職種) 

管理者（兼任） １名 

サービス提供日 
・時間 

営業日は下記参照 9:00～17:15 
相談支援専門員 ４名 

相談支援員 ２名 

支援対象障害 
指定一般（精神） 
指定特定（精神・知的・身体） 
地域活動支援センター（精神） 

対象年齢層 18 歳以上 

事業内容 
 
○地域活動支援センター 

・営業日・時間：火曜～日曜 （祝日、お盆、年末年始を除く） 
・心身に障がいがあってもなじみのある地域で自立した生活ができるように相談に応じるところです。 
また、日中の様々な活動を通して心の通じる仲間づくりを目指しています。主に精神障がいを抱える 
本人及びその家族を対象として個別の相談支援、グループワーク、お菓子教室などの余暇活動を提案 
したり、フリーマーケットなど季節ごとのイベントを行っています。また、パソコンやカラオケ、卓 
球などの設備をフリースペースとして開放しています。 

 
○指定一般相談支援事業 

・営業日・時間：火曜～金曜 （祝日、お盆、年末年始を除く） 
・障害者総合支援法に規定する地域移行支援及び地域定着支援の適正な運営を確保するために任意およ 
び運営に関する事項を定め、利用者の立場に立った適切かつ円滑な地域相談支援の提供を確保するこ 
とを目的とします。長期にわたる精神科病院からの退院や障がい者支援施設からの退所にあたって地 
域移行支援計画を作成し退院及び退所を支援いたします。 

 
○指定特定相談支援事業 

・営業日・時間：火曜～金曜 （祝日、お盆、年末年始を除く） 
・障害者総合支援法に規定する指定計画相談支援の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関 
する事項を定め、利用者の立場に立った適切かつ円滑な指定計画相談支援の提供を確保することを目 
的とします。障がい福祉サービスの利用にあたって、面談及び訪問を通してサービス等利用計画の作 
成をいたします。 
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鹿児島サン・ヴィレッジ姶良 

相談支援事業所 

所在地 姶良市平松 1180 番地 3 
電話 0995-66-3990 
FAX 0995-66-3980 
URL http://www.minorikai.jp 

e-mail kagosun@minorikai.jp 

サービス種別 相談支援事業所 
職員(職種) 相談専門員 ２名 
対象年齢層 18 歳以上 

サービス提供日 
・時間 

月曜～金曜 8:30～17:30 
(祝日を除く) 

支援対象障害 身体・知的・精神 

事業内容 
○全障害者の一般相談を受け付けています。 
○サービス計画の策定は障害者のみ。(児童は対象外) 
〇福祉サービスの利用を希望する障害のある人やご家族等の相談を受け、どのようなサービスが適してい

るか一緒に考え、希望される必要なサービスを受けられるよう支援します。具体的には障害福祉サービスを

利用する際に必要となる「サービス等利用計画案」を作成して関連施設等との連絡・調整を行ったり、サー

ビスの利用開始後も利用者様に寄り添って、利用状況の確認をし、必要応じて見直しを行ったりします。継

続的にサービスを利用できるようサポートしていきます 
 

相談支援事業所 わかば 

所在地 
姶良市加治木町木田 1125-1 

ラポールヴィラ 101 

電話 0995-55-8989 

FAX 0995-55-8989 

サービス種別 相談支援事業所 e-mail qqcp4ve9k＠eco.ocn.ne.jp 

営業日・営業時間 
月曜日～金曜日 

9 時～16 時 

   職員 

(職種) 

相談支援専門員 

相談員 
 2 名 

支援対象障害 身体・知的・精神 対象年齢 18 歳以上 

事業内容 

          

わかばの理念 「共助」 

・共に語り合い 

・互いに認め合い 

・皆で喜び合い 

＊私たちはかけがえのない人間を理念として日々活動してます。 

事業所で行う指定計画相談支援等の内容 

（１）日常生活全般に関する相談 

（２）地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供 

（３）サービス利用計画の作成及び評価 

（４）訪問による継続的なモニタリング 
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通所サービス事業所 

社会福祉法人 建昌福祉会 
児童発達支援センター 

虹の家 

所在地 姶良市東餅田 2607 番地 
電話 0995-66-1310 
FAX 0995-73-8007 
URL http://kenshofukushikai.com/ 

e-mail nijinoie@ia9.itkeeper.ne.jp 

サービス種別 
(定員) 

・児童発達支援(30 名) 
・放課後等デイサービス(10 名) 
・保育所等訪問支援 

保護者の 
付き添い 

児童発達支援：有（母子通園） 
無（単独通園） 

放課後等デイサービス：無 
送迎 要相談 

サービス提供日 
・時間 

児童発達支援 
月曜～土曜 
9:30～13:00、14:10～16:40 

放課後等デイサービス 
月曜～土曜 9:00～18:00 

保育所等訪問支援 
月曜～土曜 9:00～17:00 職員 

(職種) 

管理者 １名 
児童発達支援管理責任者 ４名 
児童指導員 １２名

保育士 ４名 
臨床心理士 １名 
訪問支援専門員 １名 

支援対象障害 知的障害、発達障害 
栄養士 １名 

対象年齢層 
児童発達支援：未就学児 
放課後等デイサービス： 

18 歳未満の就学児 
調理員 ３名 
嘱託医 ２名 

事業内容・療育方針・プログラム等 
 
○児童発達支援事業 

発達の気になる子どもさんの援助及び保護者への子育ての支援を行います。小集団（10 名程度）での
遊びや運動などを通して様々なプログラムを実践することで、日常生活における基本動作の習得や人
間関係の基礎を育て、社会性を伸ばすことを目標としています。 

 
○放課後等デイサービス事業 

学校の授業終了後または長期休暇中に、小集団療育を通して社会性やコミュニケーション力を育てま
す。また、将来の自立に向け基本的生活習慣の確立、自己選択・自己決定する力を育てることを目標
としています。 

 
○保育所等訪問支援事業 

保育所や幼稚園、認定こども園、学校、放課後児童クラブなどに在籍し、専門的な支援を必要とする
お子さんが対象で、保護者からの依頼に基づく事業です。楽しく集団生活が送れるように訪問支援員
が出向き、お子さんへの「直接支援」と、スタッフの皆様に関わり方の助言「間接支援」を行います。 
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こども・生活ソーシャル 
サポートセンター Becoming 

所在地 姶良市宮島町 31 番地 5 

電話 0995-56-8256 

FAX 0995-56-8255 

e-mail becomingcop@gmail.com 

サービス種別 
(定員) 

児童発達支援（10名/日）
保育所等訪問支援 

保護者の 
付き添い 

あり 

送迎 なし 

サービス提供日 
・時間 

営業日：月 金 
（状況に応じて土曜日） 
営業時間：9:00 17:30 

職員 
(職種) 

管理者・児童発達管理責任者 １名 

作業療法士 １名 

言語聴覚士 ２名 

保育士 ２名 

公認心理士・臨床心理士（非常勤） ３名 

理学療法士（非常勤） １名 

視能訓練士（非常勤） １名 

連携機関 椎原眼科医院

支援対象障害 
発達が気になるお子さん 
（発達関連の診断後） 

対象年齢層 
児童発達支援：0 歳からの未就学児 
保育所等訪問支援：未就学園児 中学生 

事業内容・療育方針・プログラム等 

Becoming の理念 

Becoming とは「 になる」という意味があります。「今」取り組むことが「未来」をつくります。 

私たちは、Becoming を利用する方々の未来を築くパートナーとして 

「あなたの魅力をチカラを可能性を最大限に引き出したい」と考えています。 

 

Becoming の支援 児童発達支援と保育所等訪問支援からなる Becoming の支援は目的思考型 

今、きみは何をしたいのか・・・の連続が発達への一番の近道です。 

きみの中で何が育ち、何が残るのか…次はどうするか、どうすべきか…など、子どもたちのさまざまな活動

への刺激が多様に働く環境をうまく創り続け、子どもたちの主体的な活動を活発に引き出していくことを大

切にしています。障害を減らすのではなく、お子さまの魅力を見つけ、なりたい自分になる支援。 

さぁ、自分探しの旅にでかけよう！！もちろん、主役はお子さまだけでなく、保護者でもあると考えお子さ

まの未来を共創し、共に関わっていく支援を行います。 

 

児童発達支援 （基本は保護者同伴：1時間程度） 

□専門職で構成されるスタッフの評価・分析（運動・感覚・認知・言語・心理・ビジョン・生活など） 

□個別療育：発達段階に合わせてアプローチ（発達段階よりほんのちょっとだけいけるところを目指す）

□小集団療育：コミュニケーションやソーシャルスキル・お友だちの中の自分を知る 

□発達検査・各種検査実施 

 

保育所等訪問支援 

□子ども専門のスタッフが、園・学校等を訪問 

□お子様を中心に、きみたちが学校に楽しく参加できるように支援 

□園・学校で、「今、何ができるのか」 

みんなで想いをデザイン 
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リハケアウイング株式会社 
療育サポートハミング 

所在地 姶良市東餅田 1150 番地 28 
電話 080-1723-7837 
FAX 0995-65-7241 

サービス 
種別 

(定員) 

・障害児相談支援事業 
・児童発達支援（定員 10 名） 
    8：50～15：00 
・放課後等デイサービス（定員 10 名） 

 15：00～17：00 

URL http://wing-smile.com 

e-mail info@wing-smile.com 

サービス 
提供日・時間 

月曜日～金曜日 
8：50～17：00 

事業内容・療育方針・プログラム等 
 
特徴 

・理学療法士、言語聴覚士、保育士等を含む５名の指導員が在籍しています。発達や社会に必要な社会 
生活を身につける事を目指しています。 

・言葉の遅れや発達、発音に不安のあるお子様を対象に指導員と個別的な支援を行います。 
 母子通園を原則としていますが相談をいただければ送迎も致します。また、ご家庭をはじめ園や学校 
などの教育機関と連携をとりながらお子様が安心して社会生活を送れるように支援していきます。 

 
 
 
 

リハケアウイング株式会社 
リハケアウイングあいら 

所在地 姶良市東餅田 1442 番地 1 
電話 0995-65-7200 
FAX 0995-65-7241 

e-mail info@wing-smile.com 

サービス種別 
（定員） 

共生型放課後等デイサービス（10 名） 
共生型児童発達支援（10 名） 
日中一時（10 名） 
※共生型：要介護者の人数と合わせて 34 人

を下回る定員 
職員 

(職種) 

管理者 １名 
児童発達支援管理責任者 ２名 
作業療法士 ２名 
理学療法士 １名 

サービス提供日 
・時間 

月曜日～土曜日 
8：00～17：00 

看護師 ３名 
介護福祉士 ６名 

事業内容・療育方針・プログラム等 
 
１．共生型のあったかな環境 
  「共生型リハウイング」は、高齢者も一緒に通う施設です。子ども達に、我が家に帰るように感じても

らえるようなアットホームな雰囲気を心掛けています。 
 精神的にリラックスした状態は身体的にも機能を発揮しやすいといえます。私どもは利用されるお子さ
んたちの緊張をほぐし、まさに家にいる時と同じような状態でリハビリテーションできるように心がけ
ています。看護師がおり、必要な医療ケアの環境も整っています。 

 
２．リハビリ 
  遊びの中から機能に役立つ訓練方法を模索していきます。ひとりひとり顔や体格、性格が違うように障

がいの程度や部位は異なります。また同じお子さんでも気分によって身体機能に差が生じてきます。 
  日々観察をしながら、お子さんの状態・気分を見て個別的に対応をしていかなければなりません。 
  資格を持った職員がリハビリを実施します。その子にあった訓練を模索し、より適切な訓練をしていき

たいと思います。 
方法論はさまざまかと思いますが、体幹の機能に着目し姿勢の安定を図りつつ、個々の機能に合わせた
手法を実践いたします。 
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利用について 
お子様の状態に合わせて一日の中で、粗大・微

細運動・社会性・コミュニケーションの向上等

の支援を組み合わせて行います 
 

先生とお勉強のエリア（１対１） 
ぱずるが１番大事にしているエリアです。 
基礎的な部分を一つ一つ丁寧に保護者ニーズ

をふまえた上で本人の成長を促します 
 

一人でお勉強のエリア 
１対１でできるようになった課題を一人でも

できるのかを確認するエリアです。先の見通し

を自ら確認しながら活動します 
 

一人で遊びのエリア 
余暇活動を一人でおこなう事ができないお子

さんなどにおもちゃの使い方を教え、切り替え

を実践で伝えるエリアです 
 

通所支援事業所 ぱずる 

所在地 姶良市西餅田 194 番地 8 
電話 0995-66-6900 
FAX 0995-66-6901 
URL http://iipuzzle.jimdo.com/ 

サービス種別 
(定員) 

児童発達支援 
放課後等デイサービス 
（合わせて 10 名） 

保護者の付き添い 母子分離 
送迎 可（要相談） 

職員 
(職種) 

管理者 １名

サービス提供日 
・時間 

児童発達支援 
放課後等デイサービス 
月曜～金曜 8:30～17:30 
 

児童発達管理責任者 １名 

保育士 １名 

児童指導員 ４名 

支援対象障害 発達障害・知的障害等 対象年齢層 未就学児・学齢期

事業内容・療育方針・プログラム等 
 

○発達に心配のあるお子様や障がいのあるお子様を対象に、個別化した目標設定を行い、小集団・マン
ツーマンでの支援を行います。 

★児童発達支援：特性を軸として、アセスメントを基に個別化した支援を行い、子どもさんにそれぞれ
あった、自立を目的としています。同時に、保護者さんとの連携や共通理解に努めます。 

★放課後等デイサービス：子どもが年齢を追うごとに変わる本人の悩みや保護者の願いをアセスメント
に基づいて支援し、個別化した考えのもとそれぞれに合った自立を促します。また、各関係機関との
連携を大切にします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会性（小集団）のエリア 
少人数で活動するエリアです。朝の会やトラン

ポリンなどの運動、社会性では他者との関わり

を学びます 
 

 
パズルのピースを組み合わせたように、 
お子様ひとりひとりに合った支援を目標にいたします。 
通所支援事業所 ぱずるが、一つのパズルのピースとなって、 
保護者様や地域の様々な機関と協働しながら活動します 
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通所支援事業所 
フレンドロコペリ 

所在地 姶良市加治木町木田 5348-134 
電話 0995-73-5565 
FAX 0995-73-5065 

e-mail sapo-to@sky.plala.or.jp 
サービス種別 

(定員) 
児童発達支援（10 名） 
放課後等デイサービス（10 名） 

保護者の付き添い 希望により 
送迎 有 

サービス提供日 
・時間 

児童発達支援 月～土曜 
放課後等デイサービス  
月～日曜 
9：00～17：00 

職員 
(職種) 

管理者 １名

児童発達支援管理責任者 ２名

保育士 ５名

看護師 １名

支援対象障害 知的・身体・精神・発達 強度行動障害児支援員 １名

対象年齢層 0 歳～18 歳 
理学療法士 １名

心理相談員 １名

指導員 ５名

事業内容・療育方針・プログラム等 
 
【事業内容】 

小集団療育  個別療育  ペアレントトレーニング 
【療育方針】 

生きる力を育む療育（体験を通してできることを促す療育） 
【プログラム内容】 

保護者支援プログラム 
月に１回「虹色スイッチの会」を開催 利用者以外の方も参加可 

就学前支援プログラム 
年長さんへ、就学前に必要なスキルトレーニング 

運動支援プログラム 
粗大な運動機能 微細な身体機能向上トレーニング 

コミュニケーションプログラム 
言語療法・ソーシャルスキルトレーニング・ワーキングメモリートレーニング 

お留守番支援プログラム 
自立に必要な危険認知 余暇活動の時間の取り方 地域支援の活用方法のトレーニング 

日常生活プログラム 
日常生活に必要なスキルの体験トレーニング 

就労支援プログラム 
就労に必要な基本的なスキルのトレーニング 
 

＊年齢や個別の能力に合わせた個別支援計画の中で、お子さんに合ったプログラムの組み合わせで 
支援を行っていきます。 

  
 ＊WISC-Ⅴ検査を実施できます。 
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姶良地域福祉事業所 
児童デイサービス おひさま 

所在地 姶良市西餅田 1256 番地 
電話 0995-73-3377 
FAX 0995-73-4402 

サービス種別 
(定員) 

児童発達支援 
放課後等デイサービス 
日中一時支援  （合わせて 10 名） 

保護者の 
付き添い 不要 

送迎 有 

サービス 
提供日 
・時間 

月曜～土曜 9:00～18:00 
（日・祝祭日・お盆・年末年始を除く） 

職員 
(職種) 

管理者 １名

児童発達支援管理責任者 １名

児童指導員 ４名

事業内容・療育方針・プログラム等 
 
○個別に作成した支援プランに沿って療育を行います。 

(１)基本的な生活集習慣を支援します。 
(２)集団生活適応能力の向上を目指します。 
(３)個性に応じたかかわりをします。 
(４)こころとからだの疲れを癒す時間を設けます。 

○理念 
 ・おひさまでは、お子さま方が姶良の大自然の中で、のびのびと、個性豊かに、それぞれが自分探しに

つながるような支援を行います。 
 ・お子さま方が、持てる力を発揮し、地域社会の中で可能な限り、自立した生活が送れる事を目標に、

ご家族、学校、公的機関と連携を図りながら、ボランティアを積極的に受け入れ、地域社会とのつな
がりを深めていきます。 

 ・お子さまだけでなく、そのご家族の「手助けと安心のおうち」となるように支援していきます。 
 ・職員は、お預かりの場として倫理観をもって関わります。 
 
 

姶良地域福祉事業所 
第２児童デイサービス おひさま 

所在地 姶良市船津 1488 番地 2 
電話 0995-66-3395 
FAX 0995-73-5733 

サービス種別 放課後等デイサービス 
日中一時支援（定員 10 名）

保護者の付き添い 不要 
送迎 有 

サービス提供日 
・時間 

月曜～土曜 9:00～18:00 
（日・祝祭日・お盆・年末
年始を除く） 

職員 
(職種) 

管理者 １名 
児童発達支援管理責任者 １名 
児童指導員 ５名 
看護師 １名 
介護福祉士 １名 

事業内容・療育方針・プログラム等 
 
第２おひさまの理念 
優しい場所 ・子ども達に優しく伝え、聴き、寄り添い、ふれ合える場所にします。 

・子ども達がここで仲良くなれる場所にします。 
・子ども達も、大人も優しく声掛け合える場所にします。 

笑顔    ・認められて、褒められて、子ども達が笑顔で楽しめる場所にします。 
・たくさん笑顔があって、笑い声が響く場所にします。 

安全    ・私たちは、子ども達の命を、全力で守ります。 
・子ども達にとって安全・安心な、場所にします。 
 

倫理規範 
・お互いに思いやりのある丁寧な言葉を使える職員になります。 
・常に子どもを真ん中に一生懸命考える職員になります。 
・お互いに支え、支えられ、未来に向かうチームワークを作ります。 
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特定非営利活動法人 まぐねっと 25 

児童通所支援事業所 あいらいん 

所在地 姶良市宮島町 27 番地 2 
電話 0995-65-2333 
FAX 0995-65-2313 

e-mail ailine@lime.ocn.ne.jp 

サービス種別 
(定員) 

児童発達支援、放課後等デイサービス

(合わせて 5 名) 

保護者の付き添い 原則、母子分離 
送迎 有（20 分圏内） 

サービス 
提供日 
・時間 

月曜日 金曜日 

（祝日・12/30～1/3 を除く） 

児童発達支援:9:00～13:00 

放課後等デイサービス:14:00 18:00 

職員 
(職種) 

管理者 1 名

児童発達支援管理責任者 1 名

児童指導員 1 名

保育士 1 名

看護職員 3 名

指導員 1 名

機能訓練担当職員 1 名

支援対象障害 重症心身障害児、医療的ケア児 対象年齢層 未就学児・学齢期 
事業内容・療育方針・プログラム等 

○児童発達支援 支援計画を基にお子さまに合わせたプログラムの中で、遊びを通して自己の成長や他者へ

の気付き、集団生活に向けてのお手伝いを行います。 9:30～ 随時登園・自由遊び・トイレ訓練・おあつ

まり・療育プログラム など 11:00～ 昼食・歯磨き支援 12:00～ 随時降園 
○放課後等デイサービス 障がいや発達の状態に応じた適切な看護・介助や日中活動などを行います。  

14:00～ お迎え・随時登園・健康チェック・入浴介助・排泄ケア・医療的ケア・おやつ など  
コミュニケーションタイム 17:00～ 随時降園 

○他にも、お子さまや保護者が安心して利用ができるように努めております。

 

特定非営利活動法人 愛夢里 
ゆめいろ 

所在地 姶良市宮島町 33 番地 4 
電話 0995-55-8132 

FAX 0995-55-8138 

サービス種別 
(定員) 

放課後等デイサービス（定員７名） 
生活介護 

e-mail amuri2973@outlook.jp 

職員 
(職種) 

管理者 １名 

サービス 
提供日・時間 

月～金 9：00～17：00 
（土・日・祝日・お盆・ 

年末年始除く） 

サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者

１名 
児童指導員 １名 

支援対象障害 重症心身障害児・者 機能訓練担当職員（看護師） １名 

対象年齢層 
放課後等デイサービス： 
小学生～高校生 
生活介護：18 歳以上 

看護師 ２名 
保育士 １名 
指導員（支援員） ３名 

送迎 学校から事業所間のみ対応 保護者の 
付き添い

送迎をお願いしております 
事業内容・療育方針・プログラム等 

○事業内容  
重症心身障害児・者に対応する生活介護と放課後等デイサービスを合わせた多機能型事業所として 
支援を行っております。（主に入浴） 

 ○理念  
・利用者様が安心・安全に過ごし、きめ細やかなケアを受けられること。 
・利用者様と保護者様の声に耳を傾け、しっかりと連携をとること。 
・利用者様とスタッフで四季折々の行事を体験しながら、その中に療育的活動をもりこみ、五感を 

刺激しながら楽しく安全に活動できるよう努めること。 
☆愛夢里

あ む り

の“愛
あい

”は愛情いっぱい “夢
ゆめ

”は夢いっぱい “里
さと

”はみんなが楽しく過ごせる、ふる里の 
ような家でありたいという思いがこもっています。 
ゆめいろは保護者の方々に付けていただいた名前です。利用者様、保護者様、スタッフ一同で少しずつ

“ゆめ”に“色”をつけながら充実した施設になれるよう日々取り組んでおります。 

-42-



 

独立行政法人国立病院機構南九州病院 
(通所すまいる) 

所在地 姶良市加治木町木田 1882 番地 
電話 0995-62-2121 
FAX 0995-63-1807 

サービス種別 
(定員) 

生活介護・児童発達支援 
（5 名／日） 

URL https://minamikyusyu.hosp.go.jp 
e-mail 625-ryouikukyouyu@mail.hosp.go.jp 

サービス 
提供日・時間 

月曜～金曜 9:30～15:30 
（祝日・年末年始を除く） 

職員 
(職種) 

施設長(院長) 久保田 伊知郎 
保育士兼
児童発達支援管理責任者

１名 

支援対象障害 
生活介護：18 歳以上の重症心身障害者 
児童発達支援： 
未就学の重症心身障害児 

看護師 １～２名

兼任：小児科医師、理学療法士、 
言語聴覚士、栄養士、児童指導員 対象年齢層 同上 

送迎 無 保護者の 
付き添い 無 

事業内容・療育方針・プログラム等 
 
○目的 

在宅の重症心身障害児（者）の方々が、地域で家族と一緒により良い暮らしができることを目的としてい
ます。医療的ケアと日中活動が一体となった環境で、楽しい集団生活を通して、個々の発達を促すことが
できるよう療育活動を行います。 
また、保護者の方々には、発達や福祉などのご相談にも応じます。 

 
○健康管理と医療的ケア 

医師・看護師による健康管理を行います。医療的ケアが行なえるスタッフもおりますので、医療的ケアの
必要性が高い方もご相談ください。利用者の方が安心して活動に参加できるように致します。 

○1 日のスケジュール 
9:30 登所・検温など健康状態チェック   12:30 リラックスタイム  

10:00 朝の会・療育活動・日中活動     14:00 療育活動・日中活動 
理学療法士による訓練指導      15:00 排泄支援・降所準備 

11:30 昼食                15:30 帰りの会・お迎え・降所  
言語聴覚士による摂食訓練指導 

                
○療育活動（日中活動） 
 音楽活動・制作活動・感覚刺激・季節の行事・レクリエーション活動・理学療法士や言語聴覚士による訓

練指導など、個別支援計画を作成してサービスを提供します。 

 

一般社団法人かごしま共育舎 
かもう・子ども発達支援すくすく 

所在地 姶良市蒲生町上久徳 2657 番地 

電話 0995-52-0030 

サービス種別・ 
提供日 
・時間 

療育部（児童発達支援） 
月～金曜：9 時～13時 

学童部（放課後等デイサービス） 
月～金曜：14時 30 分～17 時 30 分
土曜・長期休暇：10 時～16 時 

（合わせて 10名/日）

FAX 0995-52-0030 

e-mail aira.sukusuku@gmail.com 

専門職 
〇臨床心理士（必要に応じ） 
〇音楽療法士（療育：月 1 回） 
〇作業療法士（療育：月 1 回） 

事業内容・療育方針・プログラム等 
 

遊びを通して、発達の基礎となる身体、自己肯定感を大切にした心を育み、子どもの可能性を広げます。 
また、家庭、学校・園と連絡を取りつつ、子どもの成長を見守っていきます。 

 
＜方針＞ 

【療育部】・安心できる場所で人を求める心が育まれ、子ども自身が生活や遊びの主人公として輝ける。 
・仲間の中で、自分への手応えを実感し、自分の良さ（可能性）に気づき、未来を拓いていく。 
 

【学童部】・遊びを通して身体をいっぱい動かし、発達や学習に向かう基礎作りに取り組む。 
・できる、楽しいを増やしながら自己肯定感を高め、仲間や社会との関係性を身に付け、未来
を拓いていく力を養う。
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療育の家ひまわり 
（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

所在地 姶良市西餅田 3413 番地 25 
電話 0995-73-4225 
FAX 0995-73-4225 

e-mail qqap9pw9k@docomonet.jp 
送迎 姶良市、霧島市の一部 

職員 

管理者（兼務） １名 

定員 ５名 児童発達支援管理責任者  １名 

対象 
主に重症心身障害児 
 児童発達支援：未就学児 
 放課後等デイサービス：小学生～高校生 

児童指導員 １名 

機能訓練担当職員 １名 

サービス 
提供日 
・時間 

月曜～土曜（祝日も営業）9：00～18：00 
児童発達支援 10：00～13：00 
放課後等デイサービス 
授業終了後 14：30～17：30 

  学校休業日 10：00～17：00 
 保育所等訪問支援 

看護師 ２名 

保育士 １名 

嘱託医 １名 

事業内容・療育方針・プログラム等 
  

重症児ケアの経験を持つ医療スタッフが、その子に応じたケアや療育、日常生活の援助を行います。 
医療ケアの有無、内容によって利用をお断りすることはありません。少人数の定員であればこその、 
その子だけのプランを提供します。 

例）ある小学生の一日（学校休業日）
  9：50  送迎にて来所、バイタルチェック 
 10：00 洗顔・洗髪 
 10：30 注入開始（水分） 
 11：10 導尿 
 11：30 口腔ケア 
 12：00 昼注入開始 

13：20 導尿 
 13：30 （体位排痰のため）側臥位をとりながら

読み聞かせ 
 14：00 腹臥位で音楽遊び 
 14：30 口腔ケア 
 14：50 清拭・陰洗・導尿 
 15：20 注入開始（水分） 
 16：00 ボール遊び、ボーリング 
 16：50 導尿 
 17：00 送迎にて退所 
 

例）ある中学生の一日（授業終了後）
 15：45 送迎にて来所、バイタルチェック 
 15：50 オムツ確認 
     （排痰のため）腹臥位を取りながら、 

粘土や水を使って感覚遊び 
 16：20 オムツ確認 
     注入開始（水分） 
 16：50 洗髪・清拭 
 17：10 口腔ケア 
     オムツ確認 
 17：30 送迎にて退所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-44-



 

 
 

 

 

 クリエイティブサポート くじら 

所在地 姶良市加治木町木田 1395 番地 16 
電話 0995-62-3050 （直通）

FAX 0995-64-3633 
URL http://www.sachikaze.jp/

e-mail kuzira@sachikaze.jp
サービス種別 

(定員) 
児童発達支援 
放課後等デイサービス 
（合わせて１日 10 名） 

保護者の
付き添い

児発は母子通園も可能 
送迎 有（姶良市内） 

サービス 
提供日・時間 

 

【児童発達支援】
9 時 30 分～13 時 30 分(月曜か
ら金曜日) 
【放課後等デイサービス】 
・14 時 30 分～17 時 30 分 

（日・祝以外） 
・9 時 30 分～17 時 30 分 

（学校休業日） 
※12 月 29 日から 1 月 3 日及び 

8 月 13 日から 15 日までを除く

職員 
(職種) 

管理者（兼務） １名 
児童発達支援管理責任者

（兼務）
１名 

児童指導員 
保育士 
 

2 名以上 

支援対象障害 知的障害・発達障害児・その他 
事業内容・療育方針・プログラム等 

 
           こども達のやりたい！やってみよう！を育てよう 
 
クリエイティブサポートくじらでは、一人ひとりのお子様の、得意なこと、好きなことを尊重しながら、
お子様が意欲的に遊びや活動に参加できることを大切にしています。お子様自身が達成感や満足感を感
じられるように、ご家庭や学校、その他関係する機関と協力し、お子様の健やかな成長を応援いたしま
す。 

～お子様の将来を見据え、５領域を総合的に支援していきます～ 
◆みらいアドベンチャー 
 将来を見据え、ジョブコースとエンジョイコースを設け、各コースで就労や余暇を体験型の 

カリキュラムで支援します。 
◆あそぼうさい・交通安全教室 
 遊びの中から防災の知識や交通ルールを身につけていきます。 
◆音楽療法・音楽あそび 
 音楽教諭や音楽療法士を中心に音楽の力で情緒の安定や、動と静について身に着けていきます。 
◆パラスポーツ 
 理学療法士とボッチャやサッカーなどのパラスポーツを通してパラスポーツを学びます。 
◆保健・衛生教室 
 保健師や看護師と口腔ケアや、健康について学んでいきます。 
◆家庭連携支援 
 ご家族の不安や悩みの相談支援にも力を入れています。（家庭訪問・事業所内相談） 
 
 
 
※法人内の、保健師・看護師・理学療法士等と多職種で連携して、お子様の発達支援をしています。
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合同会社 友愛 
多機能型放課後等デイサービス 

子供の家 

所在地 姶良市加治木町木田 1764 番地 

電話 0995-73-6905 

FAX 0995-73-6905 

e-mail kodomonoiekajiki@gmail.com 

サービス種別 
(定員) 

児童発達支援事業 ３名 
放課後等デイサービス ７名 

保護者の 
付き添い 

不要 

送迎 あり 

営業日・ 
営業時間 

月～土曜日 
児童発達支援 

9:00～13:00 
放課後等デイサービス 

14:00～18:00 
（日曜日・お盆・年末年始を除く） 

職員 
(職種) 

施設長兼作業療法士 １名

サービス管理責任者(兼務） １名

児童発達支援管理責任者 １名

児童指導員（養護学校教務） ４名

理学療法士 １名

支援対象障害 発達障害（重症心身障害児を除く） 看護師（心理カウンセラー） １名

対象年齢層 未就学児・小学生～18歳まで 保育士 １名

事業内容・療育方針・プログラム等 

 
○事業内容 児童発達支援事業 

   就学する前のお子様、家庭、幼稚園、保育園でうまくコミュニケーションがとれないお子様の苦手と
なっている原因を探り、ご家族と一緒に困りごとが少なくなるお手伝いをさせていただきます。 

   当事業所では、個別プログラムを１時間行い、お子様の成長を促していき、小集団の療育への移行を
目指しています。 

 
【療育の流れ】１時間 

   本日の活動の説明（視覚提示を行い、見通しをつけやすくする） 
  活動（主に感覚統合を促す活動） 
  本日の振り返り 

 
○放課後等デイサービス事業 
 学校帰りの放課後の時間帯・長期休暇中などに、お友達と一緒に制作活動や課外活動を通し、生活

で必要なスキルを身につけ、コミュニケーションを高めていくお手伝いをさせていただきます。 
障害や発達の状態に応じて、部屋を分けて活動に集中できる環境の設定を行っています。その中で 
お友達への思いやり、ルールの理解を学べる場にしたいと考えています。もちろんですが、学校の 
宿題を事業所で終えてほしいという要望にも応えていきます。 
また特別支援として医療的ケア児の受け入れと不登校、引きこもりのお子様の受け入れも実施して 
おります。 

【放課後等デイサービスの流れ】 
学校へのお迎え→事業所到着→（健康）状態の確認→本日行う予定の提示 
→活動（おやつも含む）→帰宅 

 
理念：ご家族と一緒に考え、療育を行なっていきたい。一番の療育者である保護者の苦労していること

を一緒に解決していく。 
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はなうた株式会社 
通所支援事業所はなうた 

所在地 姶良市船津 2594 番地 2 
電話 0995-67-8787 
FAX 0995-67-8788 

e-mail hanauta@iaa.itkeeper.ne.jp 

サービス種別 
(定員) 

児童発達支援
放課後等デイサービス 

（合わせて 1 日 10 名） 
日中一時 
（はなうたハレノヒと合わせて 7 名） 
保育所等訪問

保護者の
付き添い

不要 

送迎 有（要相談） 

サービス 
提供日 
・時間 

児童発達支援 
火木    9:00～13:00 
 

放課後等デイサービス 
月水金   9:00～18:00 
火木   14:00～18:00 
土曜日・長期休暇期間  

8:30～17:30 
（火木：児発 8:30～12:30、 

放デイ 13:30～17:30、 
祝祭日・お盆・年末年始を除く) 

職員 
(職種) 

管理者 １名

児童発達支援管理責任者 １名

保育士 ４名

歯科衛生士 １名

社会福祉士 １名

言語聴覚士（常勤） １名

理学療法士（非常勤） １名

公認心理師・臨床心理士
（非常勤）

１名

強度行動障害児支援員 ３名

支援対象障害 身体・知的・精神・発達障害 看護師 １名

対象年齢層 未就学児～高校生 医療的ケア等支援者 １名

事業内容・療育方針・プログラム等 
 
緑あふれる自然に囲まれ、季節の変化を五感で感じ取れる、居心地の良い空間での放課後等デイサービ  
ス事業を行っております。 
特定の分野に特化した療育ではなく、一人一人の特性に合わせた計画をたてて、様々な視点を持ち、多
角的な療育を行います。日々の様子は、連絡帳に記し、ご家族との連携を大切にいたします。 
 
●はなうたでは、生活の基礎となる健康な体つくりと、基本的な生活習慣の確立を基盤とし、個別課題
や、集団療育の時間を通じて、個々の児童の可能性を引き出していく支援を目指しております。 
お子様とスタッフが共に成長し、一人一人が「たくさんの花丸」を見つけられるように努めさせてい
ただきます。 

 
○はなうたのカリキュラム 3 つの柱 

 1.学習する力をつける。 
  学校の課題はもちろんのこと、発達に偏りや遅れのあるお子さんに対しては、遊びを通して必要なト

レーニングを行ったり、姿勢を整え、集中・学習する習慣を身につけます。体力作りにも取り組み、
自立した生活を過ごせるようにサポートいたします。 

 2.コミュニケーション能力をつける。 
  遊びの中にもルールや、約束、決まり事があることを示し、さまざまな活動や指導員とのやり取りを

通して、コミュニケーション能力を育みます。 
 3.社会性を身につける。 
  同世代（同級生・上級生・下級生）のお子さんと関わり、行事ごとの準備等を通じて社会性のスキル

向上に取り組みます。 
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はなうた株式会社 
通所支援事業所はなうたハレノヒ 

所在地 姶良市船津 2594 番地 2 
電話 0995-67-8787 
FAX 0995-67-8788 

e-mail hanauta@iaa.itkeeper.ne.jp 

サービス種別 
(定員) 

放課後等デイサービス
重症心身障害児 

（医療的ケア児含む、1 日５名） 
日中一時 
（はなうたと合わせて 7 名） 

職員 
(職種) 

管理者兼 
児童発達支援管理責任者 １名 

保育士 １名 

サービス提供
日・時間 

月曜～金曜 9:00～18:00 
土曜日・長期休暇期間 
8:30～17:30 
(祝祭日、お盆、年末年始を除く) 

看護師 ３名 

介護福祉士 １名 

作業療法士 １名 

支援対象障害 重症心身障害児（医療的ケア児含む） 社会福祉士 １名 

対象年齢層 小学生～高校生 強度行動障害児支援員 ２名 
保護者の 
付き添い 不要 医療的ケア児等コーディネーター １名 

送迎 有（要相談） 医療的ケア児等支援者 ２名 
事業内容・療育方針・プログラム等 

 
緑あふれる自然に囲まれ、季節の変化を五感で感じ取れる、居心地の良い空間での放課後等デイサービ
ス事業を行っております。 
特定の分野に特化した療育ではなく、一人一人の特性に合わせた計画をたてて、様々な視点を持ち、多
角的な療育を行います。日々の様子は、連絡帳に記し、ご家族との連携を大切にいたします。 

 
●ハレノヒでは、重度の障害を持った子供たちだけではなく、ご家族も笑顔になれる居場所作りができ
るよう、子供たちの人生に関わり継続的に支援していくことを目指しております。 

  子供たちが感じている世界を広げ、愛情いっぱいの触れ合いや経験、コミュニケーション等を通して、
子どもの身体感覚に働きかけ、発達を促す取り組みも行っております。 

 
○豊かに育ちあうハレノヒ 
１．安心・安全・居心地の良い空間 

   看護師をはじめとするスタッフが、「安心・安全」をもとに、お子さんとそのご家族が笑顔で過
ごせる場所を提供いたします。 

２．日中活動（レクレーション） 
   作業療法士の指導のもと、スタッフと一緒に四季折々の制作活動や感覚遊び、音楽活動、事業所

外活動を行っております。 
３．入浴サービス（希望者のみ） 

   利用時間内に特殊浴槽にて入浴いたします。入浴道具等については契約時にご説明いたします。 
４．はなうたの子供たちとのコラボ企画 

   はなうたの子供たちとの交流遊びもあります。絵本の読み聞かせの発表や、ピアノ演奏会、ダン
ス発表等、はなうたの子供たちが日頃練習していることを、ハレノヒのお友達と一緒に楽しみま
す。 
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セカンドプレイス 

所在地 姶良市加治木町本町 147-1 

電話 0995-55-9911 

FAX 0995-55-8767 

e-mail 2ndplace0901@gmail.com 

サービス 
種別 

(定員) 

児童発達支援：４名 
放課後等デイサービス：６名 

保護者の 
付き添い 

要相談 

送迎 要相談 

営業日・ 
営業時間 

児童発達支援：月～土曜日 
（日曜日休業日） 
放課後等デイサービス：月～土曜日
（日・祝日休業日） 
営業時間：８時～１７時 職員 

(職種) 

児童発達管理責任者 １名

保育士 ３名

理学療法士 １名

作業療法士 １名

支援対象障害 身体・知的・発達 言語聴覚士 １名

対象年齢層 0～18 歳 
強度行動支援者養成
研修資格 

１名

事業内容・療育方針・プログラム等 

 
【児童発達支援】 
「社会を歩み」をテーマにお子さんとご家族が楽しんで毎日を過ごせるようにサポートします。「あそび」
を通して、成長を促しその子にとって必要な事を支援の中に盛り込んでいます！基本的には個別プログラ
ムを４０分間実施し、発達に合わせてペアや小集団の支援も行います。 
成長が少しゆっくりかな？集中力、落ち着きがないかも・・少し乱暴な気がする・・友達と上手に遊べな
い等々、少しでも気になる事がありましたら、上記連絡先までお気軽にご相談ください。 
 

 
【放課後等デイサービス】 

「生き抜くチカラを育む」をテーマに身体スキル・学習スキル・生活スキル、コミュニケーション・ソ
ーシャルスキル等を小集団の中で培っていきます。 

本人の「意思決定」を大切にし、自分で考える・自分で気づく・自分で選択する機会を支援の中で沢山
作っていきます。これを続ける事で適切な事、不適切な事に気づき、自分の責任としての意識が高まりま
す。親御さんと一緒に、その子の自己肯定感を高めてその子に隠された「輝き」を存分に引き出せるよう
にしていきます。起こさんが、自分の良い所に気づき、強みとして自覚し、のびのびと成長できるよう全
力でサポートしていきます！気になる事やご相談したい事などがありましたら、上記連絡先までお気軽に
ご相談ください。 
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放課後等デイサービス 

ゆうわ 

所在地 姶良市加治木町新生町 473 番 

電話／FAX 0995-70-6480／0995-70-6175 

URL http://hp.kaipoke.biz/yr3/ 

e-mail yuuwa@roadrunner-hp.com 

サービス種別 

(定員) 

放課後等デイサービス 

(10 名/日) 

保護者の付き添い 希望により 

送迎 有 

営業日・営業時間 

サービス提供時間 

営業日：月～金 

営業時間：10時～19 時 

ｻｰﾋﾞｽ提供時間：14 時～18 時

営業日：土（月１回） 

営業時間：9 時～18時 

ｻｰﾋﾞｽ提供時間：10 時～17 時

職員 

(職種) 

管理者兼児童発達支援管

理責任者 
1 名 

保育士 2 名 

強度行動障害児支援員 1 名 

支援対象障害 発達障害、知的障害等 
作業療法士 1 名 

対象年齢層 6 歳～18 歳 

事業内容・療育方針・プログラム等 

◎個別の支援プログラム 

 ・同じ発達障がいでも、個性があり、得意なこと・苦手なことがそれぞれ違います。 

よってその子に合わせた支援、計画を考えていきます。 

１） コミュニケーション・社会性の学習 

  対人関係の悩み、苦手さを支援します。 

２） 生活スキルトレーニング 

     家庭内や将来の生活を見据えて、支援・学習・練習に取り組みます。 

３） 身体機能トレーニング 

  指先を使った（微細）トレーニング・全身を使った(粗大)トレーニングに取り組みます。 

４） 就労スキルの基礎トレーニング 

  パソコン操作、軽作業、清掃作業など就労に繋がる基礎的なトレーニングに取り組みます。 

５） 相談・個別のトレーニング 

  さらに、細かく相談や個別化した課題にも応じます。 

 

◎保護者の支援 

 ・お子様のことから、学校のこと、ご家庭のことなど、保護者の方が抱えているお悩みを 

ご相談ください。一緒に考え、一緒に頑張りましょう。 

 ・保護者同士のつながりを図り、心理的な負担軽減を支援します。 

 

◎他機関との連携 

 ・学校を始め、他の事業所などとも連携をとり合い、お子様の生活全般にかかる支援を包括的に 

行っていきます。 

 

◎活動の様子 

 ・活動の様子を Instagram にてご覧いただけます。こちらからどうぞ⇒ 
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株式会社プラスアルファ 

ビジョンサポートはなまる 

所在地 姶良市加治木町木田 3979-1-1F 

電話 0995‐62‐6220 

FAX 0995‐62‐6230 

URL https://plusalphahp.wixsite.com/website

e-mail plusc5alpha@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援（10名/日）

放課後等デイサービス 

（10名/日） 

保育所等訪問支援 

保護者の 

付き添い 
相談可 送迎 相談可 

支援対象障害 身体障害・知的障害・発達障害・精神障害 

対象年齢層 0～18 歳 

職員 

(職種) 

管理者兼 

児童発達支援管理責任者 
2 名 

営業日・ 

営業時間 

月曜日～土曜日、祝日 

（8/13～15、12/30 1/3 を除く）

営業時間：8：30～18:00 

ｻｰﾋﾞｽ提供時間：9 時～18 時 

作業療法士 2 名以上 

保育士・児童指導員等 4 名以上 

指導員 1 名以上 

事業内容・療育方針・プログラム等 

【はなまる理念】 

利用者・保護者様の想いに寄り添い、子ども達の立場に立って物事を考え、一人一人の個性を尊重 

しながら喜びや楽しみをもって生活して頂けるように、また、地域との関わりや情報交換、連携を図り 

社会参加への促進、サポートに努めます。 

 【支援内容】 

評価（情報収集、JSI-R、遠城寺、J-MAP、ビジョン評価など）に基

づき、土台である原始反射の統合と感覚の統合に加えて、ビジョントレ

ーナー資格保有者によるビジョントレーニング（両眼視野からのアプロ

ーチに特化した療育）により見えにくい否定的側面にもアプローチしな

がら肯定的側面を伸ばして、ソーシャルスキルトレーニングや個別～小

集団活動による社会適応訓練も段階に応じて支援していきます。 

（肢体不自由、視覚障害、自閉症、注意欠陥・多動障害、学習障害、

協調運動障害などの症状への支援を致します） 

みんなと同じではないけれど、ここがみんなより優れているということや、練習したらここがこんなに

よくなったといち早く気付き、伝えて共に喜び、今までにないたくさんの“はなまる”を積み重ねて増や

すことで自信と意欲を引き出し、お互いに成長への楽しみを分かち合えることを当事業所の基本療育と致

します。 

・児童発達支援（個別～小集団対応） 9時～15時：送迎対応相談可 

 

・放課後等デイサービス（個別～小集団対応）14 時～18 時（休校日 9～17時：送迎対応相談可） 

【プログラム】 ※基本的には１名に対して１名の職員がつく個別～小集団対応となります 

40 分 療育・機能訓練   10 分 保護者への説明・フィードバック 

＊保護者様への月１回以上の相談支援、連絡帳での対応も致します 

 

・保育所等訪問支援（別契約）：直接支援（参観）、間接支援（フィードバック） 
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ハーフアステップ Becoming 

所在地 姶良市鍋倉１６２ 

電話 0995-56-8990 

FAX 0995-56-8992 

e-mail halfastepbecoming@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援（５名/日） 

放課後等デイサービス（５名/日）

保護者の付き添い あり 

送迎 なし 

営業日・営業時間 

営業日：月 金 

（状況に応じて土曜日） 

営業時間：9:00 17:30 

職員 

(職種) 

管理者・児童発達管理責任者 1 名 

作業療法士 1 名 

言語聴覚士 1 名 

保育士 １名 

公認心理士・臨床心理士（非常勤） ３名 

視能訓練士（非常勤） １名 

連携機関 椎原眼科医院

支援対象障害 
発達が気になるお子さん 

発達関連の診断後 
対象年齢層 

児童発達支援：0歳～未就学児 

放課後等デイサービス：６歳～18歳 

事業内容・療育方針・プログラム等 

Becoming の理念 

Becoming とは「 になる」という意味があります．「今」取り組むことが「未来」を形成します。 

私たちは、Becoming を利用する方々の未来を築くパートナーとして 

「あなたの魅力をチカラを可能性を最大限に引き出したいと考えています。 

Becoming の支援 児童発達支援と放課後等デイサービスからなる Becoming の支援は目的思考型 

障害を減らすのではなく、あなたの魅力を見つけ、なりたい自分になる支援 

「ハーフアステップ」＝「一歩あゆみだすための半歩」お子さまが成長のために歩み出す、 

その土台となるために、お子さまの未来を共創し、共に関わっていく支援を行います。 

児童発達支援  

□専門職により構成されるスタッフの評価・分析（運動・感覚・認知・言語・心理・ビジョンなど） 

□お子様の目的と状況に応じて、個別・小集団を組み合わせた療育 

□個別療育：発達段階に合わせてアプローチ（発達段階よりほんのちょっとだけいけるところを目指す） 

□小集団療育：コミュニケーションやソーシャルスキル・お友だちの中の自分を知る 

□発達検査・各種検査実施 

放課後等デイサービス  

□専門職で構成されるスタッフの評価・分析（運動・感覚・認知・言語・心理・ビジョン・生活など） 

□未来に向かって安心して歩むことができる土台を育む・一緒に考える 

□学習のベースとなる力（見る力、聞く力、整える力など）を育む 

□目的と状況に応じて、個別・集団を組み合わせた支援 

□発達検査・各種検査実施 

※毎月 1 回（土曜）イベント（10名程度）を開催 

きみたちの心に響くよう、遊具や素材を丁寧に用意・配置して、 

「やりたい」を誘い出す環境をきめ細やかに考えています。 
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合同会社ピース 

通所支援事業所ピース 

所在地 姶良市鍋倉 1548‐2 

電話 0995‐55‐1433 

FAX 0995‐55‐1433 

e-mail peace20210413@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援 

(10 名/日) 

保護者の付き添い 母子分離 

送迎 あり（要相談） 

サービス提供時間 

〔営業日〕 
 月曜～土曜日 9:00～17：00
〔 サ ー ビ ス 提 供 時 間 〕
児童発達支援（月～金） 
① 9：00～12：00（3名） 
② 13:00～15：00（4名） 
放課後等デイサービス（月～金）

 15：00～17：00（3 名） 
保育所等訪問支援（月～金）

9：00～16：00 
〔休日〕日曜・祝日・お盆 

年末年始 

職員 

(職種) 

管理者（兼務） 1 名 

児童発達支援管理責任者 1 名 

保育士 4 名 

強度行動障害児支援員 3 名 

支援対象障害 発達障害・知的障害等 作業療法士 1 名 

児童指導員 1 名 対象年齢層 未就学児・小学生～18歳まで

事業内容・療育方針・プログラム等 

Teacch プログラムを軸に、ＡＢＡ（応用行動分析学）や pecs を取り入れた療育を実施いたします。 

・まずはお子様や保護者様のニーズの確認、お子様の理解やスキル、特性をアセスメントさせていただきま

す。そこから、個別支援計画を作成し、個別支援計画に沿った支援を行います。 

 

こんなお悩み事はありませんか？ 

・会話をしようとするが、なかなか伝わらない                 

・癇癪が起きやすい 

・お友達とのトラブルが多い 

・お買い物に行ったらすぐにいなくなる 

・保育園や幼稚園で制作活動が苦手と言われる 

・集団生活に苦手さがみられる 

・集中できない、じっとしていられない などなど・・・。 

 

困りごとに対して、お子さんに合わせた手立てや工夫を一緒に考え療育を行っていきます。ぜひ、ピース

までご相談ください。 

※保護者向けのイベントもたくさん計画しています！ 

 アンガーマネジメント ストレッチポール アニマルセラピー 講演会など 

通所支援事業所ピース（ホームページ QR コード）詳しくはホームページをご覧ください。  
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児童発達支援事業所  

はなづな 

所在地  姶良市西餅田 426-1 

電話  0995-55-8756  

FAX  0995-55-8753 

e-mail  hanaduna.41519@gmail.com 

サービス種別  
(定員)  

児童発達支援・放課後等デ

イサービス（10 名/日）  

保護者の付き添い あり  

送迎  あり 

サービス提供日  
・時間  

営業日：月 土  
営業時間：9:00 18:00  

職員  
(職種)  

管理者兼児童発達管理責任者 １名 

機能訓練担当職員 
１ 名

以上 

児童指導員 2 名

支援対象障害  
言語障害、知的障害、 

発達障害  
対象年齢層  未就学児～小学校低学年 

事業内容・療育方針・プログラム等  

[事業内容] 

当事業所では、０歳～年長児（未就学児）を対象に、遊びやコミュニケーション、そして運動活動を通じて、

楽しめる学習を進めて参ります。また、R5 年 5 月より、放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ支援を進め、はなづな利用児の

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを中心に進めています。今後は随時利用可能な範囲の拡大を図り、多くの子ども達と触れ合える機

会を増やして参ります。 

 

[療育方針] 

○一人一人に合ったオリジナルプランのご案内 

一人一人に寄り添い、じっくり関わってゆく中で、できるところを伸ばし、そこからこれからもっと 

できてゆくところを、専門的な知識と経験からご提案致します。 

○成長を第一に考えた主体性、自主性のお手伝い 

“ワクワク、ドキドキ”そんな気持ちを抱かせるような様々なプランと経験豊富なスタッフがお出迎え

いたします。 

○ご家族に寄り添って進めてゆくスタンス 

 不安や悩みを常に一緒に考え、解決してゆくように努めてまいります。 

 

[プログラム等] 

○個別療育による専門士支援 

 「ことば」に対して悩みを持っているお子さまに、言語聴覚士が１対１で練習していきます。また作業療

法士による支援も進めています。 

○運動活動 

歩く、走る、投げるなどの基本的な運動を通じて、心の成長と言った内面的な部分へのアプローチいたし

ます。 
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コミュニティケア 

ぺんぎん 

所在地 姶良市西宮島町５－１ 

電話 0995 50 0191 

FAX  

e-mail harumachi.ccp@sachikaze.jp 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援・放課後デイサ

ービス（合わせて１日５名）

居宅訪問型児童発達支援 

保護者の付き添い なし 

送迎 迎えのみ（片道 30分圏内） 

営業日・営業時間 

月曜日～金曜日（土曜日受け

入れの日もあります） 

児童発達支援：9 時～13時 

放課後等デイサービス：学校

終了時～17 時 15 分（長期休

暇中は 14時～17 時 15 分） 

職員 

(職種) 

管理者 1 名

児童発達支援管理責

任者 

1 名

看護師 4 名

機能訓練担当職員 

（理学療法士等） 

1 名

支援対象障害 
重症心身障害児 

（医療的ケア児含む） 

保育士 2 名

 

対象年齢層 未就学児・小学生～高校生  

事業内容・療育方針・プログラム等 

事業内容・療育方針・プログラム等 

 

 

 

 

 

 

 

療育の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当施設は災害時等を考慮して停電しても太陽光発電で発電し、蓄電池もあるので夜間 6 時間は電力供給が出来ます。 

 長時間電気が来ない可能性がある時は発電機をつなげ電気の供給ができるようになっています。    【敬天会 HP】

 

児童発達支援 

重症心身障害児や医療的ケアが必要な 

未就学児の通園の場を提供します。 

お友達や職員と過ごし、様々な遊びや 

リハビリ等をしてお子様が持つ力を伸

ばせるような支援を行います。 

放課後等デイサービス 

重症心身障害児や医療的ケアが必要な

児童・生徒（18 歳まで）放課後等の支

援の場です。学校が終わった後に通所し

て、計画に沿った発達支援を行います。

長期休暇も利用可能です。 

居宅訪問型児童発達支援 

外出する事が困難な重症心身障害児や

医療的ケア児の児童・生徒が対象となり

ます。訪問支援員(専門職)が居宅を訪問

して発達支援や相談支援を行います。将

来の生活等を見据えた課題などにも取

り組みます。 

安心安全なケアと 

環境を提供します 

できないと決めるのでなく、 

どうしたらできるかを 

考える支援を目指します 

今とこれからの生活の為に、 

身体機能を伸ばす・リラックス

できるようにサポートします。

リハビリテーション 

スタッフがきょうだい児と 

一緒に遊んだり、話をしたり 

楽しい時間を過ごしていた 

だけるような支援を行います。 

発達⽀援

医療ケア 
きょうだい児⽀援 

保護者⽀援

保護者同士で話ができる機会 

を提供します。また、勉強会 

や専門職がご相談に対しての 

助言を行います。 
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ことばの教室そらまめキッズ東餅田 

所在地 姶良市東餅田 2346－1 

電話 070-3168-4794 

FAX なし 

e-mail 
soramame.kids.higashimochida 

@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

●児童発達支援 

（10名/日） 

●放課後等デイサービス 

（10名/日） 

●保育所等訪問支援 

●居宅訪問型児童発達支援 

保護者の付き添い 定めなし 

送迎 なし 

職員 

(職種) 

管理者 

児童発達支援管理責任者 
1 名 

保育士 3 名 

児童指導員 2 名 

言語聴覚士 3 名 

営業日・営業時間 

●児童発達支援（個別 50分） 

（月）11：00～14：30 

（木）11：00～15：30 

（火・水・金）8：45～16：00 

●放課後等デイサービス（個別 40

分） 

（月）14：30～18：15 

（木）15：30～18：15 

（土） 9：00～16：00 

支援対象障害 

 言語発達障害 

 吃音 

 構音障害(発音) 

 学習障害 

 知的障害 

 自閉症スペクトラム 

 ADHD 

 場面緘黙 

 行動問題 

 支援が必要なすべてのお子様 対象年齢層 0 歳～18 歳 

事業内容・療育方針・プログラム等 

【2】支援方針

 科学的根拠に基づいた成果にこだわる療育を提供
 スタッフは言語聴覚士や保育士など有資格者のみ
 応用行動分析（ABA）,構造化,PECSなど専門的な支援
 WISC、K-ABCⅡなどの20種類以上の知能検査・発達検査
 アセスメントに基づいたオーダーメイドプランを提案
 専門：言語発達障害,吃音,構音障害(発音),学習障害
知的障害,自閉症スペクトラム,ADHD,場面緘黙,行動問題

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3】活動内容・行事等

1対１で育む

個別活動 ⾃⽴活動 選択活動

自立を育む 主体性を育む

保育所等訪問支援、居宅訪問型発達支援も行っています。

保育所等訪問では、幼稚園や保育園に言語聴覚士などの専門のス
タッフが訪問し、行き渋りや行動問題など園での困りごとを先生方

と一緒に、安心して楽しく過ごせるよう支援していきます。

【その他】個別相談、ペアレントトレーニング、就学前相談会など

の家族支援も行っています。
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合同会社 寺子屋 TIDA 

ぼくらのティダ． 

所在地 姶良市西餅田 2217 番地 12 

電話 0995-70-1080 

FAX 0995-70 1332 

e-mail garden.of.tida@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

放課後等デイサービス 

(定員：10名) 

保護者の付き添い 無 

送迎 有 

営業日・営業時間 

火曜日～土曜日 

(平日)10：00～18：00 

(土曜日・長期休暇等) 

9：00～17：00 
職員 

(職種) 

・管理者 

・児童発達支援管理責

任者 

1 名

保育士 3 名

理学療法士 1 名

指導員 4 名

支援対象障害 
知的障害、精神障害、 

発達障害 

送迎スタッフ 1 名

  

対象年齢層 6 歳～18 歳   

事業内容・療育方針・プログラム等 

【ティダの理念 ☆子どもの心を育み素敵な笑顔に出会うため】 

・一人ひとりの可能性が広がり【個】が輝く存在となる応援団でいよう。 

・目の前のことを丁寧に。「思い」をもって取り組もう。 

・子どもたちの成長を共に喜びあう心で日々の支援に向き合おう。 

・子どもや保護者の安心安全な場所であり人となろう。  

 

【ティダの取り組み】 

・療育整体と自律神経へのアプローチによる身体的ケアを通し、 

自己決定力を身につける。 

・学習面の手厚いサポート（ティダ課題） 

・管理栄養士による食の提案 

・理学・作業療法的ケア 

・ヒーリング、アクセスバーズなどエネルギーワーク 

・療育整体講座・保護者会など各種講座開催 
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社会福祉法人 建昌福祉会 
第 2 放課後等デイサービスみふね 

所在地 姶良市船津 1697-1 
電話 0995-73-6430 
FAX 0995-73-6431 
URL http://kenshofukushikai.com/ 

e-mail nijinoie@ia9.itkeeper.ne.jp 

サービス種別 
(定員) 

放課後等デイサービス 
(1 日 10 名) 

保護者の 
付き添い 不要 

送迎 有（要相談） 

サービス提供日 
・時間 

月曜日から土曜日 
（国民の休日、年末年始（12/29 から
1/3）新年度準備日を除く） 
午後 2時～午後 6時 

（授業終了後の場合） 
午前 9時～午後 5時 

（学校休業日の場合） 
午前 11時～午後 6時 

（学校行事の場合） 

職員 
(職種) 

管理者 1 名 

児童発達支援管理責任者 1 名 

児童指導員 3 名 

公認心理師 1 名 

嘱託医 2 名 

支援対象障害 知的障害、発達障害 
 

対象年齢層 小学生(6 歳)～高校生(18 歳) 

事業内容・療育方針・プログラム等 
 

小集団療育の中で、サーキット活動（体幹を鍛えて運動機能の向上）、認知機能トレーニング（「見る」「聞
く」「想像する」などの力を高めて判断力の向上）、ソーシャルスキルトレーニング（人とのやり取りを通し
て人間関係を築く力）、ICT の導入（パソコン、タブレット等を活用した学習）をおこない、総合的な発達を
促し、自立した生活を営むことができるように支援します。また、園外活動等の体験学習を通して、社会資
源に対する理解を深めて、地域社会の中で自分らしく生きることができるように取り組んでいきます。 
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RISE 

多機能型事業所 

（児童発達支援、放課後等デイサービス）

所在地 姶良市平松 1230-3 

電話 0995-65-2121 
FAX 0995-65-2141 

e-mail 2ndplace.rise@gmail.com 
サービス種別 

(定員) 

児童発達支援：４名 

放課後等デイサービス：６名

保護者の付き添い 要相談 

送迎 あり 

営業日・営業時間 

月 金曜日 

（土日祝日休業） 

９：００ １８：００ 職員 

(職種) 

児童発達支援管理責任者 １名

保育士 １名

言語聴覚士 １名

作業療法士 １名

支援対象障害 身体・知的・発達 
 

 

対象年齢層 ０ １８歳  

事業内容・療育方針・プログラム等 

 

【児童発達支援】 

「社会をあゆむ」をテーマに、お子さんとそのご家族が楽しんで毎日を過ごせるようにサポートします。小

集団を基本としながら必要に応じて個別支援の時間も設けます。小集団での支援が望ましいこと、個別での

支援が望ましいことを区別しながら、お子さんの成長に必要な環境を設定します。 

私たちが大事にしていることの１つに「自分の意志でチャレンジすること」があります。 

今後、とても大切になってくる「やってみよう！」 

お子さんが様々な感覚や経験ができるように全力でサポートしていきます。 

 

【放課後等デイサービス】 

「生きぬくチカラを育む」をテーマに、身体スキル、学習スキル、生活スキル、コミュニケーション・ソー

シャルスキルの側面からお子さんの成長を小集団の中で培っていきます。 

本人の「意思決定」を大切にし、自分で考え、自分で気づき、自分で選択し、自分で行動する機会を支援の

中で沢山作っていきます。これを続けることで適切なこと、不適切なことが自分の手柄、自分の責任として

意識が高まります。その経験は成功体験を育み、自己肯定感を高めていきます。 

お子さんが自分の良いところを自覚し、のびのびと成長できるように全力でサポートしていきます。 
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コペルプラス 姶良教室

 

所在地 姶良市宮島町 56－27 2F 

電話 0995-65-7800 
FAX 0995-65-7801 

e-mail aira-p@copelplus.copel.info 
サービス種別 

(定員) 
児童発達支援（定員 10名） 

保護者の付き添い あり（駐車場３台完備） 

送迎 なし 

営業日・営業時間 

火・水・金・土 9:30～18:30

木 9:30～12:30 

（但し、日曜、祝日に行事で

開所する場合あり） 

対象年齢層 未就学児 

職員 

(職種) 

管理者 1 名(兼務) 

児童発達支援管理責任者 1名（兼務） 

保育士 ２名

支援対象障害 発達障害など 児童指導員 1 名

事業内容・療育方針・プログラム等 

コペルプラスの療育プログラム 

「できないことをなくす」のではなく、「できることを伸ばす」 

「教え込む」のではなく、「力を発揮する環境を整える」 

療育の中で、お子様の自己肯定感を高め、お子様が本来持っている無限の 

可能性を引き出します。 
 

1 時間のスケジュール 
60 分の親子通所制療育プログラムです。保護者の方とスタッフでお子様の成長を見守ります。 

 

 

45 分で使用する教材は、約 30 種類。お子様の発達に合わせて、教材・プログラ

ムを組み合わせ、毎回違うレッスンを行います。 

保護者様には、その様子をマジックミラー越しにご確認いただきます。フィードバ

ックの時間には、お子様のできたことや頑張りを共有し、ご家庭での困りごとや進

路についてなど相談を受けることができます。 

 

  療育スタイル 
個別療育お子様の発達段階を確認した上で、お子様に合った療育プロ 

    グラムを提供します。お子様の得意不得意、好き嫌い、苦手を 

ふまえ、様々な角度からお子様の成長をサポートします。 

小集団 小集団の療育でしか身につけられない社会性を身につけます。他のお子様との関わりや集団におけ

る先生との関わり、集団においてどのようにふるまうかは、お友達と一緒の療育でしか学べません。

先生 1 人対お子様２～５名までの療育スタイルで自信をつけ、幼稚園や保育園、小学校の大集団へ

繋げていきます。 

親子通所だからできる！ 

〇 子どもの成長を近くで感じられる。 〇 家庭での関わり方に活かせる！ 

〇 親同士が繋がることができる。   〇 いつでも相談できるから安心！。 

 

 

※教室の様子をご覧ください 

教材を使用した療育  45 分 運動療育 5 分 フィードバック 10 分 

忙しい毎日だからこそ

親子の大事な時間に… 
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はる 

(児童発達支援・放課後等デイサービス) 

所在地 姶良市東餅田 2307-13 

電話 0995-73-6087 
FAX 0995-73-6088 

e-mail haru.since2022@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援／放課後等デイ

サービス（合わせて 1 日 10
名） 
保育所等訪問 

保護者の 

付き添い 
可能 

送迎 要相談 

営業日・営業時間 

毎週月曜日～金曜日 

第３土曜日 

（祝日、お盆、年末年始を除く）

10 時 00 分～17時 00 分 

職員 

(職種) 

管理者 １名（兼務）

児童発達支援管理責

任者（臨床心理士） 
1 名（兼務）

保育士 3 名

看護師 １名

指導員 １名（兼務）

作業療法士 １名

訪問支援員 １名（兼務）

支援対象障害 知的障害・発達障害 対象年齢層 0 歳～18 歳 

事業内容・療育方針・プログラム等 

“瑠璃も玻璃も照らせば光る” 

「それぞれが持つ 個性に寄り添い みんながもっと輝ける場を」 

はるでは、子どもも大人もそれぞれが持つ力はみんな違う、環境や周囲の理解、支援によって（照らせば）、より光輝く

と考え、ご家族との連携を大切にしています。 

子ども自身が何に困っているのか、周囲の困り感は何か丁寧にアセスメントし関わり方等を保護者と一緒に考えてい

きます。 

 

①ひとりひとりに合わせた個別療育 （1 回 40～50 分＋保護者へのフィードバック） 

一人一人に寄り添い、じっくり関わっていく中で、今できるところを伸ばし、それぞれに合わせた療育を 

専門的な知識と経験から実施いたします。 

療育中に常にインフォーマルアセスメントを行い、ABA や PECS 等を取り入れた支援を行っています。 

②小集団活動（必要に応じて実施） 

 少人数で活動する時間をつくり、子ども同士のコミュニケーションを図ったり、小集団のルールを学んだりする機

会が得られ、社会性を身につける場となります。 

 

☆wisc-5 や新版 K 式発達検査等のフォーマルアセスメント（標準化された検査）を必要に応じて実施しています。 

【臨床心理士・公認心理師が常勤在籍しています！】

           公式 HP    
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社会福祉法人 寿康会 

ゆめのわ 

（発達支援事業・放課後等デイサービス） 

所在地 姶良市加治木町本町 205 

電話 0995-56-8061  
FAX 0995-56-8071 

e-mail yumenowa4532@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

あわせて 1日 10 名 

保護者の 

付き添い 
要相談 

送迎 あり（要相談） 

営業日・営業時間 

月～金曜日 8：30～17：00 

（祝祭日 お盆 年末年始を

除く）※祝祭日のある月は土

曜日に振替あり。 

・児童発達支援  

9：00～14：00 

・放課後等デイサービス 

15：00～17：00 

職員 

(職種) 

管理者（兼務） １名

児童発達支援管理責

任者（兼務） 

１名

保育士 ２名

児童指導員 １名

 

支援対象障害 発達障がい・知的障がい等 対象年齢層 未就学～１８歳 

事業内容・療育方針・プログラム等 

○テーマ  

人生の主人公はその人自身。 

 

○ゆめのわの特色 
・ 一人の人として尊厳をもって関わります 
・ 概念にとらわれない、気づきを大切にします 
・ 楽しむことを大切に 
・ 感謝を大切に 
・ 地域との和を大切にします 
・ 子どもを変えるのではなく、得ることを大切にします 

 

 ゆめのわでは、コミュケーション・共感と体幹機能向上に特化した療育を行います。 
体幹機能が向上することにより日常のお困りごとの改善につながります。そして遊びを通じて自分で選ぶ

こと、自分で決めることを経験し、自律心が育つ環境を整えます。 
自分を価値あるものとして尊ぶ感情や自分の存在・自信が育ち気持ちが安定すると、思考力や判断力、言

語、社会性の発達を促すことができます。 
 

ゆめのわは安心できる心の居場所を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボルダリング 
 

砂 場 
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特定非営利活動法人 まぐねっと 25 

児童通所支援事業所 あいらいく 

所在地 姶良市東餅田 2369-8 東ビル 203

電話 0995-73-4174 

FAX 0995-73-4175 

e-mail ailine@magnet25.net 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

（合わせて 10名） 

保護者の付き添い 原則、母子分離 

送迎 有（20 分圏内） 

営業日・営業時間 

月曜日 金曜日 

（祝日・12/30～1/3 を除く）

児童発達支援:9:00～13:00 

放課後等デイサービス: 

14:00 18:00 

職員 

(職種) 

管理者 1 名

児童発達支援管理責

任者 

1 名

児童指導員 2 名

保育士 1 名

支援対象障害 
発達障害、知的障害、 

医療的ケア児 

看護職員 3 名

指導員 1 名

対象年齢層 未就学児・学齢期  

事業内容・療育方針・プログラム等 

《理念》 

・お子さまが楽しく遊びや活動に取り組むことができるように努めます。 

・様々な人との触れ合いを通して、いろいろな感情を学ぶことができるように努めます。 

・保護者も安心して相談、お子さまの利用が出来るように努めます。 

 

《特徴》 

児童発達支援:支援計画を基に活動に取り組み、小集団の中でも個別対応を行うことが出来る体制を保ち、

特性や困りに対して、支援を行います。また、保護者や関係機関との情報共有に努めます。 

 

放課後等デイサービス:支援計画を基に活動に取り組む中、小集団での行動、ルール理解等、社会性の向上

を図ることができるように支援を行います。お子さま一人ひとりに合わせた支援にも取り組みます。 

また、保護者や関係機関との情報共有に努めます。 

 

医療ケアが必要なお子さまへの支援も行っています。 
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リハケアウイング株式会社 

児童発達支援事業所フラット 

所在地 姶良市東餅田 1442-1 

電話 
0995-65-7200 

070-4104-7511（携帯） 

FAX 0995-65-7241 

e-mail info@wing-smile.com 

サービス種別 

(定員) 
児童発達支援（定員 10名）

保護者の付き添い 曜日に応じてあり 

送迎 あり 

営業日・営業時間 

営業日：月～金 

営業時間：8：00～17：00 

提供時間 

①9：00～15：00（月・水） 

②10：00～11：10 

（火・木・金） 

③13：30～14：40 

（火・木・金） 

職員 

(職種) 

管理者 1 名

児童発達支援管理 

責任者 

1 名

児童指導員 1 名

指導員 2 名

支援対象障害 知的障害、発達障害 
言語聴覚士 1 名

 

対象年齢層 児童発達支援：未就学児  

事業内容・療育方針・プログラム等 

 

フラットの取り組み 

 

◎曜日別に一人一人の個性に合わせたグループ療育のご提案をさせていただきます。 

 

◎活動の様子や日々のお子様の頑張りをスマホ等を通じて写真でご覧いただけます。 

 

◎予約制にて、お子様との個別指導・評価や保護者面談等を行っていきます。（月に 1 回程度） 

 

◎曜日別に合わせて、専門職員が就園・就学に向けたプログラム・身辺動作・コミュニケーション等への 

  取り組みを行っていきます。 

 

◎母子通園グループより、ことばや食事面等へのアプローチを一緒に考えながらご提案させて頂きます。 

 

◎「遊び」を通して学ぶことを大切に「できた」を積み重ねていきます。 
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ビジョンステップはなまる 

所在地 
姶良市加治木町木田 

２２４０番４８ 

電話 ０９９５－６３－１８８５ 

FAX ０９９５－６３－１８８６ 

e-mail stepc5alpha@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援５名 

放課後等デイサービス５名 

保護者の付き添い 可能（条件付き） 

送迎 要相談 

営業日・営業時間 

月曜日～土曜日 祝日営業 

 児童発達支援 

 ９～１４時 

 放課後等デイサービス 

 １４時～１７時 

職員 

(職種) 

管理者兼児童発達 

支援管理責任者 
１名兼務

機能訓練指導員 １名以上

保育士・児童指導員 ２名以上

指定協力医 １名

支援対象障害 
身体障害・発達障害・ 

知的障害・精神障害 

 

 

対象年齢層 ０歳～１８歳  

事業内容・療育方針・プログラム等 

＜はなまる理念＞ 

 一人ひとりの個性を生かして、それぞれの特色を伸ばし、たくさんのはなまるにて 

お子様、保護者様の笑顔を増やしていきたいという想いがあります。 

 

＜支援内容＞ 

 評価に基づいてお子様方が楽しめる療育活動を個別～小集団で行い、原始反射統合・感覚統合・ 

ビジョントレーニング、ソーシャルスキルトレーニング等、目と体の使い方や言葉のやり取りを学び、 

保護者様へのフィードバックや自宅でできる支援等も行いながら機能向上や機能獲得へ繋げていける 

ようにしていきます。 

 ご家庭での支援にも繋げられるように、保護者様も一緒に参加できる支援も行い、食事・更衣・整容・ 

トイレに関する動作獲得に向けての支援も行っています。 

 ４０分療育・機能訓練・５～１０分保護者様への説明、フィードバックに加えて、相談支援や連絡帳への

記入にて保護者様との連携も図っています。 
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所在地 姶良市西餅田 188-3 

電話 0995-73-3750 

FAX 0995-73-3740 

e-mail info@tetoteto.net 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援／放課後等

デイサービス：合わせて

10 名 

保護者の付き添い 不要 

送迎 あり 

営業日・営業時間 

平日 

9 時 30 分～18時 30 分 

土・祝 

8 時 45 分～17時：45 分 

（日曜日定休） 

職員(職種) 

管理者兼 

児童発達管理責任者 
１名 

作業・療法士/ 

公認心理師 

１名 

保育士 １名 

特別支援学校/小学校

教諭 

１名 

強度行動障害支援員 １名 

児童支援員 ２名 

支援対象障害 知的・発達障害 対象年齢層 未就学児～18歳 

事業内容・療育方針・プログラム等 

利用者の学校等へお迎え、ご自宅までお送り対応します           

保護者様との連絡、記録報告は主に専用のアプリで行います                   

学習支援では１０分間集中としてＳＳＴや微細運動を行います 

専門的な学習ソフトを使い、結果を月１回程度保護者様と共有します 

運動療育では１０分間バランス力や体の使い方・ルールを学びます 

季節のイベントでは芋ほりやハロウィンなど行います 

公園や公共の施設に行き社会科見学を行います（主に学校が休みのとき）  

ホームページとインスタグラムで情報発信しています。             

ＤＭまたはＬＩＮＥでお気軽にお問い合わせください。     

 

 

 

 

 

 

    ＬＩＮＥ          ＩＮＳＴＡＧＲＡＭ        https://tetoteto.net 
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ブロッサムジュニア 

姶良教室 

所在地 姶良市東餅田 21‐1 

電話 0995‐56‐8183 

FAX 0995‐56‐8184 

e-mail blossom.aira@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援・放課後等デイ

サービス(定員合わせて 10

名) 

保護者の付き添い 可 

送迎 あり(姶良市のみ。市外は応相談。)

営業日・営業時間 

【児童発達支援】 

平日 9:30～12:00 

(うち個別療育 30分) 

土曜日・長期休暇 9:30～16:00 

【放課後等デイサービス】 

平日：下校後～17:30 

土曜日・長期休暇 9:30～16:00 

日曜・祝日・お盆・年末年始 お休み

職員 

(職種) 

児童発達支援管理責

任者 
1 名

作業療法士 1 名

中学校教諭 1 名

高校教諭 1 名

支援対象障害 発達障がい、知的障がい 

対象年齢層 未就学児～高校 3 年生 

事業内容・療育方針・プログラム等 

当事業所では児童発達支援と放課後等デイサービス事業を行っております。 

【児童発達支援】 

対象児童：未就学児(2歳～6 歳) 

【放課後等デイサービス】 

対象児童：小学 1 年生～高校 3年生 

【送迎】 

姶良市内は送迎をさせていただきます。(他市の方は応相談。) 

【療育内容】 

ブロッサムジュニア姶良教室では『個別療育』に力を入れております。 

保護者の方やお子様のご希望に合わせた個別の療育を提供致します。 

お子様の困りごとに対し、アセスメントを行いながらオーダーメイドの療育を行い、お子様の「できた！」

に繋げていきます。 

空いた時間では集団療育を取り入れ、屋内外での活動を行いお友だちとのコミュニケーションを図ります。

また、制作活動や遊びなどを通して子どもたちの「好き」や「興味・関心」を育てます。 

保護者の方のレスパイトとしてもご利用いただけます。 

まずは、お気軽にご相談ください。 
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ぽこりっと 

所在地 姶良市東餅田 2276-3 

電話 050-3649-3639 

FAX 0995-55-1458 

e-mail aira@pocorit.help 

サービス種別 

(定員) 

放課後等デイサービス 

（定員 10名） 

保護者の付き添い 要相談 

送迎 あり（片道 30分圏内） 

営業日・営業時間 

月曜日から金曜日まで 

（お盆・年末年始を除く） 

9：30～18：30 

（休業日は 8：30～17：30）
職員 

(職種) 

管理者 1 名

児童発達支援管理責任者 1 名

児童指導員 1 名

保育士 2 名

支援対象障害 
発達障害・知的障害 

（発達が気になる段階を含む）

指導員 1 名

音楽指導者（非常勤） 1 名

対象年齢層 小学生から高校卒業まで  

事業内容・療育方針・プログラム等 
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子どものからだとこころの相談室 

心の樹 

所在地 姶良市加治木町木田 4544 番地 2 

電話 0995-64-3125（携帯）080-4273-8488

FAX 050-3094-8625 

e-mail kokoronoki@megumi-kagoshima.com

サービス種別 

(定員) 

児童発達支援事業 

放課後等デイサービス 

（定員１０名） 

保育所等訪問事業 

保護者の付き添い 可能な範囲でお願いします 

送迎 児発：有、放デイ：有 

営業日・営業時間 
月～土曜日 

9：00～17：15 

職員 

(職種) 

管理者 兼 児童発

達支援管理責任者 
１名

保育士 １名

児童指導員 １名

看護師 ２名

支援対象障害 
肢体不自由、視覚・聴覚・言

語・知的・精神・発達障害 

作業療法士 ２名

言語聴覚士 

（R6.8～予定） 
１名

対象年齢層 0～18 歳  

事業内容・療育方針・プログラム等 

 私たちはみなさまの悩み事の背景を分析して考え、成長発達の環境を整えるお手伝いをしております。 

運動・認知機能、社会性など、その子の発達状況をアセスメントし情報を整理します。 

お子さんやご家族、園や学校からお話をお聞きして今置かれている状況を正しく理解し、その上でお子様の

発達状況や課題に応じて、個別もしくは小集団で楽しみながら学びを深める時間を提供します。 

 

心の樹のプログラム 

【お子さまに合わせたバランス良い支援】 

季節の行事やイベントを通して五感を育み、身体の使い方、適切なコミュニケーションの方法や学習支援を

療育経験豊富なスタッフが個別・小集団の中で生活力・主体性を育む支援を行います。 

【関係機関にもアプローチ】 

お子さまが実際に過ごして、学んでいる場にお伺いして、ご家族のサポートだけでなく、周囲の環境を整え

ることやかかわりを持つ方々にアドバイスを行います。（保育所等訪問支援） 

 

自分で探索して、見つけて、考えて、選択して動いて感じる。また新しい自分を発見する。そんな子ども

たちが持っている成長する力を 大限に発揮できる学びの場を私たちは提供します。 

毎日成長していく子どもたちの「こころ」と「からだ」。そして、とりまく社会。専門性の高いスタッフが

将来を見据えて適切なタイミングで適切な支援を提供します。不安な毎日が希望あふれる毎日になりますよ

うに。 

 

 

 

 

 

 

HP

公式 LINE 
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ライフサポート教室わくサポ 

所在地 姶良市加治木町朝日町 61-1 

電話 0995-63-1588 

FAX 0995-40-2040 

e-mail wakusapokajiki@gmail.com 

サービス種別 

(定員) 

放課後等デイサービス 

（定員 10名） 

保護者の付き添い 要相談 

送迎 有り 

営業日・営業時間 

営業日：月曜日～土曜日 

(日曜日、年末年始休業日) 

平日：放課後～17時 30 分 

土曜日・祭日 

① 9 時半～12時半 

② 13 時半～16 時半 

職員 

(職種) 

管理者（作業療法士）

(兼務) 
1 名

児童発達支援管理責

任者（兼務） 

1 名

児童指導員 2 名

保育士 1 名

支援対象障害 身体・知的・精神・発達障害
 

 

対象年齢層 小学生～高校生  

事業内容・療育方針・プログラム等 

ライフサポート教室わくサポの特徴 

 

①未来のはたらく力を育てる為にお仕事を体験する 

お仕事体験は祭日・土曜日に施設内で実施します。2 部制でありＡＭが小学生対象、ＰＭが中

学・高校生が対象となっています。 

お仕事体験を通して自分の向き不向きを探求し、将来の「はたらく」ための力を育みます。 

 

②生活するための力を育てる 

生活・社会機能の評価を行い生活機能発達支援プログラムを実施し機能向上トレーニングを行

います。 

 

③アセスメントによる一人一人に合わせた個別療育プログラムを行います。 

 

④学年や障がい特性に応じて場所や活動の場所の構造を用いて自立を目指します。 

 

⑤プログラミングスクールＳＴＥＭＯＮが開発した教材を使用し、子どもたちが夢中になりな

がら自ら発見、応用していく力を身につけるプログラミング療育を学びます。 

 

⑥中学生・高校生を対象にワード、エクセル、パワーポイントを使用し、就労準備型プログラ

ムを行います。 

 

 

 

 

 

-70-



 

 

放課後等デイサービス 

わくわくラボ 

所在地 姶良市加治木町錦江町 109 

電話 
0995-70-6932 

070-8335-5368 

FAX 0995-70-6933 

e-mail wakuwaku_lab@lib.bbiq.jp 

サービス種別 

(定員) 
放課後等デイサービス 10名 

保護者の付き添い 無(要相談) 

送迎 有 

サービス提供日・

時間 

〈平日〉 

14:00～17:00 

〈第２土曜日〉 

 11：30～16：00 

〈長期休み〉 

9:00～16:00 

〈休業〉 

第 2 土曜日以外の土曜日 

日祝・お盆・年末年始 

職員 

(職種) 

管理者(兼) 1 名

児童発達支援管理 

責任者(兼) 

1 名

保育士 1 名

児童指導員 2 名

支援対象障害 知的障害・発達障害 対象年齢層 小学生～高校生 

事業内容・療育方針・プログラム等 

【理念】 

『一人ひとりの可能性を信じ、「個性」と「生きる力」を磨き、ワクワクする未来を共に創る』です。 

 

【方針】 

① 「個の時代」の未来をサポート 

② 放課後が「子どものワクワク時間」になる場所の提供 

③ 「自分軸」で新しいことに挑戦できる場所であること 

④ 小さな「関わりの場」であること 

 

【内容】 

・教材を使い、楽しみながら学ぶ姿勢を身につけていきます。 

・パソコンやタブレットを使って、注意力や視覚機能、社会性のトレーニングを行います。 

・絵本やトランポリン等を使い、食育プログラムや運動プログラムを実施します。 

・季節や行事に合わせて、イベントを行います。 
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通所サービス事業所の様子（一部紹介） 

＜ぱずる＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜クリエイティブサポートくじら＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コペルプラス 姶良教室＞ 
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就労に関する機関 

国分公共職業安定所 

（ハローワーク国分） 

所在地 霧島市国分中央 1 丁目 4 番 35 号 
電話 0995-45-5311 
FAX 0995-45-5395 

サービス提供日 
・時間 

月曜～金曜 8:30～17:15 
（祝日、年末年始を除く） 

事業内容 
○就職支援についての相談 
職業相談、職業紹介、職業訓練相談等 

 

あいらいさ 

障害者就業・生活支援センター 

（なかぽつ） 

所在地 霧島市国分中央 1 丁目 4-23 
電話 0995-57-5678 
FAX 0995-57-5522 
URL http://shinpoukai.jp/airaisa/ 

e-mail aira-isa-sc@po4.synapse.ne.jp 
サービス種別 

(定員) 
障害者就業・生活支援センター事業 
定員 なし 

保護者の 
付き添い 

状況に応じて 

サービス提供日・ 
時間 

月曜～金曜 9:00～17:00 
※土曜日は不定期で営業：要予約 

送迎 なし 

支援対象障害 
身体・知的・精神・発達・高次脳

機能・難病・障害が窺われる生活困

窮者 
職員 

(職種) 

所長 １名 
主任就業支援相談員 １名 
就業支援相談員 ４名 

年齢層 

求職中や在職中（休職含む）であ

れば年齢制限はありません。 
※ハローワークに障害者求職登録

をしていただきます。 
※学生も登録可能ですが、学校と

連携して支援を行います。

主任職場定着支援員 １名 
生活支援相談員 １名 

事務補助 １名 

事業内容 
障害のある方たちが身近な地域で安心して職業生活を送れるよう関係機関と協力して、就業及び 
生活上の支援を総合的に行う機関です。 
○障害がある方へ 
センター窓口での相談、一般企業への就職活動支援（企業実習、職場開拓など）、就職後の定着支援、

就労に伴う生活支援  ※仕事の紹介やあっせんは行っていません。 
○企業の方へ 
障害者雇用の相談、障害者雇用上の各種情報提供、雇用後の雇用管理に関する助言等 

○ご利用方法 
ご利用は無料ですが、登録制（企業は登録不要）となっております。ご利用には、ご予約が必要です。

まずはメールや電話等でお問い合わせください。相談が集中している場合は登録までにお待ちいただく

場合がございます。あらかじめご了承ください。支援が開始するまでに、数回センターに来所いただき、

面談等を通じて支援内容を相互に確認します。相談受付（面談）⇒登録（面談や検査等）⇒支援開始 
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親の会 

在宅障害児（者）を抱える親の会 

いちごくらぶ 

定例会場所 脇元地区公民館 
電話 0995-62-0451（有木） 
FAX 同上 

サービス種別 親の会 保護者の付き添い 親子での参加 

定例会 
基本毎月第３土曜日 
13:30～15:30 

世話役 
 

代表 有木 真樹 
会計 保 かをり 
   稲村 幸子 

支援対象障害 
重度障害児（者）主に肢体不自由、

きょうだい児も可 補佐 福岡 敏代 
平野 まゆみ 対象年齢層 乳幼児から成人 

活動内容 
 

平成６年３月に在宅障害児（者）を抱える親の会として、発足しました。 
姶良市脇元地区公民館にて、毎月１回活動しています。（年１０回程度） 
音楽療法、歯科指導、親子発達相談、ミニ夏祭り、クリスマス会など季節の行事を取り入れながら活動

しています。 
地域の情報交換や、様々な悩みを話しながら子どもたちのゆっくりとした成長を一緒に見守り、家族、

きょうだい児も気軽に参加できる会です。 
主に姶良市の方の参加が多いですが、県内どなたでも参加できます。 
（鹿児島市、霧島市、薩摩川内市、いちき串木野市からも来ています） 

○年会費  会員   2,000 円 
      賛助会員 1,000 円  
      新聞会員 1,000 円 
 毎月の活動時のお茶菓子代、いちご新聞発行などに使っています。 
  

 

障がい児の長期休暇を豊かにする会 

（通称：豊かにする会） 

定例会場所 松原地区公民館 

電話 
090-5089-6468（杉本） 
090-4510-6038（山口） 

定例会 不定期開催 対象 
地域在住の障がいのある子供の

保護者・関係者 
活動内容 

 
○趣旨 
 ・長期休暇に家庭の中や家族と過ごすことの多いこどもたちも、地域の中で同世代の子どもたちのよう

に豊かに生活していけるように、地域の環境やその内容を充実させていこうとするものです。 
 ・姶良市に生活する障がいのある子どもたちの保護者や教育・福祉関係者が集まり、サマースクール・

ウィンタースクールや学習会、映画会等の活動をおこなっている会です。 
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○サマースクール・ウィンタースクールとは 
 ・長期休暇に 4 回ほど、特別支援学校や特別支援学級の児童生徒を対象に、子どもたちが充実した余暇

を楽しめる活動を実施しています。 
・毎回ボランティアを募集し、保護者、地域の教育関係者、福祉関係者、高校生や大学生、一般の方々な

ど様々な方たちが参加してくださっています。子どもたちへの地域の理解が深まることや保護者や子ども

に関わる方々の交流の場にもなっています。 
・長期休暇前に参加者を募集しています。 

 

親の会 いっぽ 

定例会場所 

加治木保健センター 
※市役所庁舎建て替えに伴い、

会場変更の場合がありますの

で、参加希望の方は宜しければ

事前にご連絡願います。 
電話 090-8328-0441（西） 

定例会 

毎月第２金曜日(８月はお休み) 
10：00～12：00 
※会場等の都合により開催日は

変更の場合もあるので、参加希

望の方は宜しければ事前にご連

絡願います。 
活動内容 

発達に不安を持つ子どもの保護者とサポーターの会です。 
  月に１回加治木保健センターで活動しています。 
  周囲にはなかなか理解してもらえない子育ての悩みを相談したり情報交換などをしながら、随時、 

発達相談会や勉強会、学校や施設の見学などを行っています。 
  同じ悩みを抱える人たちとつながり、一緒に考えていきましょう。 
  ひとりで抱え込まないで、肩の力を抜きに来てください。 

 

加治木つなご会 

定例会場所 加治木小学校内 校区公民館 

電話 
090-1921-1446（宮田） 
0995-73-6797（成田） 

定例会 

毎月第２土曜日 
14：00～16：00 
（変更もあり。事前にお電話下

さると助かります） 
活動内容 

＜対象＞しょうがいのある子の保護者、子どもの発達や不登校などで悩んでいる保護者・教育関係者等 
＜始まり＞2008 年、子どもが診断を受け悩んでいた保護者が担任の先生に相談したところ、同じように兄

弟にしょうがいのある子がいる保護者がいる、「１人で悩まないでいいんだよ。ぜひつなぎたい」というこ

とから「つなご会」が始まりました。 
2008 年 8 月、5 人の母親と 10 人の子どもたち、女教師 3 人でのスタート。それ以来ずっと、近況報告や情
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報交換をしたり、その時々の悩みを話したりしています。毎回は参加できない方もいますが、何かあったら

話せる場所がある、聞いてくれる場がある。その安心感、温かさがここにあります。親も子も「自分だけじ

ゃなかったんだ」と元気をもらい、自分を解放できる場所になっています。 

重富つなご会 

定例会場所 重富小学校支援学級教室 

電話 
090-4510-6038（山口） 
090-1342-4169（森） 
090-4359-3537（松元） 

定例会 
毎月第３日曜日 
10：00～12：00 

活動内容 
＜対象＞障害のある子の保護者、困り感を持つ子の保護者、教育関係者、療育関係者、関心のある方 
＜事業内容＞平成 26 年に「自分のように、我が子の事で悩んでいる保護者はきっといるはず」「悩みや情

報を共有したい」「誰かとつながりたい」そういうお母さん方の思いから始まった会です。 
 重富小だけでなく、姶良市内の小学校の保護者、発達相談施設の職員、未就学の幼児を持つ保護者など様々

な方が参加されます。支援が必要な児童の保護者でなくてもサポーターとしてお友達が参加されることもあ

ります。どなたでも参加できる会です。 
 会の様子としては近況を報告したり、情報提供しあったり、学習会やサマースクールの案内をしたりして

ゆるい感じですすみます。保育の担当はありませんが、子どもを連れてくるかどうかは保護者の判断です。

きょうだい児も参加できます。 
 会員申込などはありませんが、学校行事等の関係で開催日は確認されたほうが良いです。 
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【姶良市療育支援ガイドブックに関する問い合わせ先】 

〒899-5492 姶良市宮島町 25 番地 

姶良市役所 福祉部 

長寿・障害福祉課 障害者福祉係内 

基幹相談支援センター あいか 

        TEL：0995-66-3332  FAX：0995-65-6964 
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